
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況
福祉教育
の推進

学校や地域の実情に応じ
て、障がい者や高齢者、幼児
等との交流や体験的な活動
を取り入れた小・中学生の福
祉教育の一層の充実に努め
ます。

学校教
育課

学校訪問指導等を通して、
障がいの有無や年齢差に関
わらず、共に生きる社会の
あり方を考える学習の推進
を奨励しました。
各校では、車いす体験、高
齢者疑似体験、祖父母を招
待しての学校行事や授業参
観のほか、特別支援学校、
特別支援学級との交流や共
同学習等に取り組みまし
た。

B 学校訪問指導等を通して、障
がいの有無や年齢差に関わら
ず、共に生きる社会のあり方
を考える学習の推進を奨励し
ました。
各校では、祖父母を招待して
の学校行事や授業参観のほ
か、特別支援学校、特別支援
学級との交流や共同学習等に
取り組みました。

学校訪問指導等を通して、障が
いの有無に関わらず、高齢者と
子どもも、男性も女性も助け合
い、共に生きる社会のあり方を
考える学習の推進を奨励しまし
た。
各校では、祖父母を招待しての
学校行事や授業参観のほか、特
別支援学校、特別支援学級との
交流や共同学習等に取り組みま
した。

   学校訪問指導等を通し
て、「共生」のあり方を考え
る学習の推進を奨励しまし
た。
　 各校では、車いす体験、
高齢者疑似体験などを実施し
たほか、福祉施設の訪問、学
校行事への招待などによる交
流活動に取り組みました。

指導主事の学校訪問指導を通
して、地域の高齢者や障がい
者、幼児等との交流活動をも
とに、「共生」のあり方を考
える学習の推進を奨励しまし
た。

指導主事の学校訪問指導を通
して、地域の高齢者や障がい
者、幼児等との交流活動をも
とに、「共生」のあり方を考
える学習の推進を奨励しまし
た。

家族や地
域の絆づ
くりの推進

「家族・地域の絆づくり行動
計画（平成20年度策定）」をも
とに、施策、事業を展開する
ことにより、人と人とのつなが
りを深め、家族・地域の絆づ
くりの一層の浸透を図り、市
民活動の実践に結びつけて
いくよう努めます。

市民協
働・地
域分権
推進課

フォーラムや映画上映会、
コンサートを通じて絆づく
りの大切さをＰＲし、広く
市民の意識醸成に取り組み
ました。また、小学生を対
象に「絆の学習」を実施
し、家族や地域の絆づくり
の大切さについて浸透を図
りました。

B 飯島小学校など３校で、小学
生に絆づくりの大切さを伝え
る「絆の学習」を開催し、家
族や地域の絆づくりの大切さ
について浸透を図りました。

絆づくりに役立つ「ハートフル
絆映画」上映会の開催、小学生
に絆づくりの大切さを伝える
「絆の学習」の実施のほか、新
規に「絆のコンサート」を開催
し、家族や地域の絆づくりの大
切さについて浸透を図りまし
た。

絆づくりに役立つ「ハートフ
ル絆映画」上映会を開催しま
した。さらに小学生に絆づく
りの大切さを伝える「絆の学
習」を開催し、家族や地域の
絆づくりの大切さについて浸
透を図りました。

内閣府、秋田県と共同で「家
族の日」フォーラムを開催し
ました。また、絆づくりに役
立つ「ハートフル絆映画」上
映会を開催しました。さら
に、小学生に絆づくりの大切
さを伝える「絆の学習」を開
催しました。

家族・地域の絆づくりフォー
ラムやハートフル絆映画上映
会を開催し、また、伝承あそ
びふれあい体験などの市民活
動を応援し、絆づくり意識の
向上を図りました。

男女共生
社会の推
進

「男女共生社会」についての
意識が、これまで以上に市
民の日常生活に広く浸透し、
実際の行動に現れるよう意
識啓発および実践的取組み
を進め、男女共生社会から
市民共生社会へとつながる
よう努めます。

市民協
働・地
域分権
推進課

男女共生に関するフォーラ
ムや各種団体への出張講座
を開催したほか、定期的な
情報発信による男女共生の
意識醸成に取り組みまし
た。また、「男女共生社会
への市民行動計画」を平成
24年度に改定し、目標と施
策・事業のつながりを明確
にし、着実に推進するため
の体制づくりを図りまし
た。その進捗を適正に管理
するとともに、県や関係団
体との連携による効果的な
事業展開を検討します。

B 「第23回男女共生フォーラ
ム」の開催に向けて、実行委
員会を立ち上げ準備作業を進
めるとともに、ネットワーク
ニュース等による情報発信や
新たに街頭啓発活動を行い、
男女共生意識の浸透を図りま
した。

フォーラムや出張講座の開催、
情報配信などにより、男女共生
意識についての浸透を図るとと
もに、男女共生推進の基本計画
である「秋田市男女共生社会へ
の市民行動計画」の改定を行い
ました。

第３次秋田市男女共生社会へ
の市民行動計画の進捗を適正
に管理するとともに、「第２
１回男女共生フォーラム」や
「出張講座」などを開催した
ほか、情報配信を定期的に行
い、男女共生意識の浸透を図
りました。

第３次秋田市男女共生社会へ
の市民行動計画の進捗状況管
理を適正に行うとともに、
「第２０回男女共生フォーラ
ム」や「出張講座」などを開
催したほか、情報配信を定期
的に行い、男女共生意識の浸
透を図りました。

第３次秋田市男女共生社会へ
の市民行動計画の進捗状況管
理を適正に行うとともに、
「第２０回しあわせ実感男女
フォーラム」や「出張講座」
などを開催したほか、情報配
信を定期的に行い、男女共生
意識の浸透を図りました。
 

基本目標１　地域福祉を担う人づくり
施策１　福祉意識の向上

第２次秋田市地域福祉計画掲載事業の取組最終評価および平成２５年度上半期取組状況について 別紙１
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地域福祉・
地域福祉
活動のＰＲ

地域福祉の理念の普及啓発
や地域福祉活動の実践事例
の紹介により地域福祉活動
の促進を図ります。

地域福
祉推進
室

第２次秋田市地域福祉計画
やその重点事業の内容を、
広報あきた、広報番組、市
ホームページで紹介したほ
か、重点事業の内容につい
て、リーフレットを作成
し、各地区の連合町内会、
地区社会福祉協議会、民生
委員等に配布し、地域福祉
活動の促進に努めました。
また、地域福祉推進関係者
連絡会や各地区の説明会、
地区ワークショップなどに
おいて、重点事業の内容や
その実践事例を紹介し、地
域福祉活動の促進を図りま
した。

B 秋田市災害時要援護者避難支
援プランの内容や重点事業の
取組等について、地区説明会
での紹介に加え、市ホーム
ページなど各種広報媒体を活
用し、地域福祉活動のＰＲに
努めました。
また、地域福祉計画重点事業
をＰＲするため、災害に備え
た地域づくり等に関するリー
フレットを、民生委員、地区
社会福祉協議会、連合町内会
等に配布し、地域福祉活動の
促進を図りました。

秋田市災害時要援護者避難支援
プランの内容や重点事業の取組
等について、地区説明会や地域
福祉推進関係者連絡会等での紹
介に加え、広報あきたへの記事
掲載など各種広報媒体を活用
し、地域福祉活動のＰＲに努め
ました。
また、地域福祉計画重点事業を
ＰＲするため、災害に備えた地
域づくりおよび高齢者の孤立予
防に関するリーフレットを、民
生委員、地区社会福祉協議会、
連合町内会等に配布し、地域福
祉活動の促進を図りました。

秋田市災害時要援護者避難支
援プランの内容や取組等につ
いて、地域福祉推進関係者連
絡会等でＤＶＤなどを活用し
て紹介し、地域福祉活動のＰ
Ｒに努めました。
また、第２次秋田市地域福祉
計画重点事業をＰＲするた
め、災害に備えた地域づくり
および高齢者の孤立予防に関
するリーフレットを、民生委
員、地区社会福祉協議会、連
合町内会等に配布し、地域福
祉活動の促進を図りました。

秋田市災害時要援護者避難支
援プランの内容等について広
報あきた（４月１６日号）に
掲載し、地域福祉活動のＰＲ
に努めました。
また、第２次秋田市地域福祉
計画重点事業をＰＲするため、
災害に備えた地域づくりおよび
高齢者の孤立予防に関するリー
フレットを作成、民生委員、地区
社会福祉協議会、連合町内会
等に配布し、地域福祉活動の促
進を図りました。

第２次秋田市地域福祉計画の
内容や地域における地域福祉
活動等について広報あきた
（８月10日号、11月20日号）
に掲載し、地域福祉の理念等
の普及に努めました。
また、７地区（飯島、土崎、
泉、築山、新屋、新屋勝平、
上北手）で行われた地区ワー
クショップの内容をかわらば
んとしてまとめ、地域福祉推
進関係者連絡会で情報提供す
るとともに、秋田市ホーム
ページで紹介し、地域福祉活
動の促進を図りました。
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施策２　担い手の育成
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

民生委員・
児童委員
活動の推
進

民生委員・児童委員が地域
社会において住民の立場に
立って活動できるよう、民生
委員・児童委員の研修や民
生児童委員協議会に対する
活動支援を継続して行いま
す。

地域福
祉推進
室

民生委員が取り組む活動の
参考となるよう、時宜を得
たテーマで民生委員・児童
委員合同研修会を秋田市民
生児童委員協議会と共催で
開催しました。また、地区
民生児童委員協議会が東西
南北中央の各ブロックでブ
ロック研修会を開催するに
あたり、市は開催経費を補
助し、民生委員・児童委員
活動を支援しました。今後
も民生委員・児童委員が住
民の立場に立って地域活動
の複雑化に対応しながら活
動できるように、活動支援
を継続して行っていきま
す。

B 民生委員が取り組む活動の参
考となるよう、民生委員・児
童委員合同研修会を秋田市民
生児童委員協議会と共催で開
催の予定です。また、地区民
生児童委員協議会が東西南北
中央の各ブロックでブロック
研修会を開催の予定です。市
は開催経費を補助し、民生委
員・児童委員活動を支援しま
した。

民生委員が取り組む活動の参考
となるよう、「誰もが安心して
暮らせるコミュニティづくり」
や「相談支援事業について」を
テーマとする民生委員・児童委
員合同研修会を秋田市民生児童
委員協議会と共催で開催しまし
た。また、地区民生児童委員協
議会が東西南北中央の各ブロッ
クでブロック研修会を開催しま
した。市は開催経費を補助し、
民生委員・児童委員活動を支援
しました。

民生委員が取り組む活動の参
考となるよう、「個人情報保
護の理念と取扱いルールにつ
いて」をテーマとする民生委
員・児童委員合同研修会を秋
田市民生児童委員協議会と共
催で開催しました。また、地
区民生児童委員協議会が東西
南北中央の各ブロックでブ
ロック研修会を開催しまし
た。市は開催経費を補助し、
民生委員・児童委員活動を支
援しました。

民生委員が取り組む活動の参
考となるよう、「地域福祉に
おける民生児童委員の関わり
について」をテーマとする民
生委員・児童委員合同研修会
を秋田市民生児童委員協議会
と共催で開催しました。
また、地区民生児童委員協議
会が東西南北中央の各ブロッ
クでブロック研修会を開催し
ました。市は開催経費を補助
し、民生委員・児童委員活動
を支援しました。

民生委員が取り組む活動の参
考となるよう、岩手・宮城内
陸地震における取組について
をテーマとする民生委員・児
童委員合同研修会を秋田市民
生児童委員協議会と共催で開
催しました。
また、地区民生児童委員協議
会が東西南北中央の各ブロッ
クでブロック研修会を開催し
ました。市は開催経費を補助
し、民生委員・児童委員活動
を支援しました。

福祉協力
員活動の
促進

地域ボランティアとして秋田
市社会福祉協議会が設置を
呼びかけている福祉協力員
の活動を促進します。

地域福
祉推進
室

市はふれあいのまちづくり
事業を秋田市社会福祉協議
会に委託し、福祉協力員活
動の促進を図りました。 市
社会福祉協議会では、地域
福祉活動の推進のため、町
内会単位の福祉協力員の設
置を推進し、各地区の福祉
協力員が見守りの必要な世
帯への声かけや福祉情報の
提供等を行っています。
市内全３８地区、全町内会
での福祉協力員設置が課題
となっています。

※２４年度末、３６地区
1,397人（２０年度３５地区
1,370人）

B 市はふれあいのまちづくり事
業を秋田市社会福祉協議会に
委託し、福祉協力員活動の促
進を図りました。 秋田市社
会福祉協議会では、地域福祉
活動を推進するため、町内会
単位の福祉協力員の設置を進
め、３６地区で福祉協力員が
設置され見守りの必要な世帯
への声かけや福祉情報の提供
等を行っています。

市はふれあいのまちづくり事業
を秋田市社会福祉協議会に委託
し、福祉協力員活動の促進を図
りました。 秋田市社会福祉協議
会では、地域福祉活動を推進す
るため、町内会単位の福祉協力
員の設置を推進し、３６地区
１，３９７人の福祉協力員が見
守りの必要な世帯への声かけや
福祉情報の提供等を行いまし
た。

市はふれあいのまちづくり事
業を秋田市社会福祉協議会に
委託し、福祉協力員活動の促
進を図りました。 秋田市社
会福祉協議会では、地域福祉
活動を推進するため、町内会
単位の福祉協力員の設置を推
進し、３５地区１，３７３人
の福祉協力員が見守りの必要
な世帯への声かけや福祉情報
の提供等を行いました。

秋田市社会福祉協議会では、
地域福祉活動を推進するた
め、町内会単位の福祉協力員
の設置を推進し、３５地区１，４０
７人の福祉協力員が見守りの必要な
世帯への声かけや福祉情報の提供
等を行いました。
市は上記の活動に補助金を支出し、
福祉協力員活動の促進を図りまし
た。

秋田市社会福祉協議会では、
地域福祉活動を推進するた
め、福祉協力員の役割や具体
的な活動を解説した「福祉協
力員の手引き」を作成しまし
た。また、町内会単位の福祉
協力員の設置を推進し、３５
地区１，４２０人の福祉協力
員が見守りの必要な世帯への
声かけや福祉情報の提供等を
行いました。
市は上記の活動に補助金を支
出し、福祉協力員活動の促進
を図りました。

地域保健
推進員活
動の推進

地域保健推進員が地域の実
情に応じて開催する健康教
室等に保健師や栄養士、歯
科衛生士を派遣し、市民の
自主的な健康づくり活動を支
援します。

保健予
防課

市内各地区に設置されてい
る地域保健推進員が、健診
の周知や健康教室の開催な
ど、自主的な地域の健康づ
くり活動に取り組んでお
り、保健師や栄養士、歯科
衛生士等を派遣し、その活
動を支援しました。
　また、活動事業補助金を
交付し、活動の促進を図り
ました。
　さらに、補助金の適正な
事務処理が実施できるよう
事務処理の手引きを作成し
ましたが、今後見直しをす
る予定となっております。

B 市内４４地区に設置されてい
る１，４８６人の地域保健推
進員が、自主的な地域の健康
づくり活動に取り組んでお
り、保健師や栄養士、歯科衛
生士等を派遣しているほか、
８月にはリーダー研修会を実
施し、その活動を支援してお
ります。
また、活動事業補助金申請に
対し補助金を交付し、活動の
促進を図っております。

市内４５地区に設置されている
１，５３３人の地域保健推進員
が、健診の周知や健康教室の開
催など、自主的な地域の健康づ
くり活動に取り組んでおり、保
健師や栄養士、歯科衛生士等を
派遣し、その活動を支援しまし
た。
また、活動事業補助金を交付
し、活動の促進を図りました。

市内４５地区に設置されてい
る１，５２３人の地域保健推
進員が、健診の周知や健康教
室の開催など、自主的な地域
の健康づくり活動に取り組ん
でおり、保健師や栄養士、歯
科衛生士等を派遣し、その活
動を支援しました。
また、活動事業補助金を交付
し、活動の促進を図りまし
た。

市内４５地区に設置されてい
る１，５２２人の地域保健推
進員が、健診の周知や健康教
室の開催など地域の健康づく
り活動に取り組んでおり、保
健師や栄養士、歯科衛生士等
を派遣し、その活動を支援し
ました。

市内４５地区に設置されてい
る１，５２９人の地域保健推
進員が中心となって、健診の
周知や健康教室の開催など地
域の健康づくり活動に取り組
んでおり、保健師や栄養士等
を派遣しその活動を支援しま
した。
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福祉ボラ
ンティア活
動の促進

秋田市社会福祉協議会が運
営している秋田市ボランティ
アセンターにおいて、相談、
援助、登録、紹介のほか、講
座等を開催し、福祉ボラン
ティアへの市民理解を促進
するとともに、誰でもボラン
ティア活動に参加できる機会
の充実を図ります。

地域福
祉推進
室

秋田市社会福祉協議会へ委
託しているボランティアセ
ンターにおいて、福祉ボラ
ンティアの登録・紹介・調
整・相談のほか、ボラン
ティア養成講座、ボラン
ティア活動の啓発・広報活
動等を行いました。また、
除雪ボランティアや東日本
大震災の被災地に向かうボ
ランティアが加入するボラ
ンティア保険料を助成し、
市民へボランティア活動の
支援を行いました

※２５年８月の登録者数：
個人1,164人、247団体、計
5,856人（２０年度個人
1,004人、216団体、計5,389
人）

B 秋田市社会福祉協議会へ委託
しているボランティアセン
ターにおいて、福祉ボラン
ティアの登録・紹介・調整・
相談のほか、ボランティア養
成講座、ボランティア活動の
啓発・広報活動等を行いまし
た。また、東日本大震災の被
災地を継続的に支援するボラ
ンティアが加入するボラン
ティア保険料を助成しまし
た。

秋田市社会福祉協議会へ委託し
ているボランティアセンターに
おいて、福祉ボランティアの登
録・紹介・調整・相談のほか、
ボランティア養成講座、ボラン
ティア活動の啓発・広報活動等
を行いました。また、東日本大
震災の被災地に向かうボラン
ティアが加入するボランティア
保険料を助成しました。

秋田市社会福祉協議会へ委託
しているボランティアセン
ターにおいて、福祉ボラン
ティアの登録・紹介・調整・
相談のほか、ボランティア養
成講座、ボランティア活動の
啓発・広報活動等を行いまし
た。また、東日本大震災の被
災地に向かうボランティアが
加入するボランティア保険料
を助成しました。

秋田市社会福祉協議会へ委託
しているボランティアセン
ターにおいて、福祉ボラン
ティアの登録・紹介・調整・
相談のほか、ボランティア養
成講座、ボランティア活動の
啓発・広報活動等を行いまし
た。

秋田市社会福祉協議会へ委託
しているボランティアセン
ターにおいて、福祉ボラン
ティアの登録・紹介・調整・
相談業務のほか、ボランティ
ア養成講座、ボランティア活
動の啓発・広報活動等を行い
ました。

市民活動
の促進

秋田市民交流プラザ内の市
民活動サロンにおける市民
活動の場の提供やアドバイ
ザーによる市民活動の相
談、まちづくりの担い手育成
講座の開催などにより、引き
続き市民活動への参加機会
の拡充を図ります。

秋田市
民交流
プラザ
管理室

市民の主体的な活動の場と
しての「市民交流サロン」
に、市民活動アドバイザー
を配置して、相談業務や情
報提供、市民活動の啓発・
支援事業を展開しました。
今後は、市民活動への参加
機会の拡充をより一層すす
めていきます。

B 市民活動アドバイザーが、市
民活動の相談・コーディネー
ト業務を行ったほか、「ボラ
ンティア・ＮＰＯ支援講座」
を開催しました。

市民交流サロンに市民活動アド
バイザーを配置し、市民活動の
相談・コーディネート業務を
行ったほか、「市民活動なんで
も講座」や「親子講座」などを
開催し、市民活動への参加機会
の拡充を図りました。

市民活動への参加機会の拡
充、促進のため「ヨルカイ
ギ」や「市民活動支援連続講
座」などの啓発・支援事業を
開催しました。また、市民活
動アドバイザーによる相談や
情報提供を行いました。

市民活動への参加機会の拡
充、促進のため「ヨルカイ
ギ」や「市民活動支援連続講
座」などの啓発・支援事業を
開催しました。また、市民活
動アドバイザーによる相談や
情報提供を行いました。

市民活動の促進のため、「ヨ
ルカイギ」や「親子講座」等
の啓発事業や、「市民活動
フェスタ」等の支援事業を行
いました。また、市民活動ア
ドバイザーへの相談は289件
ありました。

地域活動
の担い手
育成の支
援

町内会・自治会等地域活動
に取り組む住民同士が交流
し、情報交換できる場を提供
し、地域活動の担い手育成
を支援します。

地域福
祉推進
室、生
活総務
課、市
民協
働・地
域分権
推進課

・町内会や地域活動に取り
組む住民同士が交流し、情
報交換できる場を提供し、
将来の地域活動の担い手育
成につなげることを目的
に、平成２２年度から、地
域活動座談会を開催しまし
た。さらに担い手育成を進
めていくことが必要です。

※２２～２４年度で、計９
回開催し、１７８人が参加

B ・町内会や地域活動に取り組
む住民同士が交流し、情報交
換できる場を提供し、将来の
地域活動の担い手育成につな
げることを目的とした、地域
活動座談会を３回開催する予
定です。

（地域福祉推進室、生活総務
課）
・町内会や地域活動に取り組む
住民同士が交流し、情報交換で
きる場を提供し、将来の地域活
動の担い手育成につなげること
を目的とした、地域活動座談会
を３回開催しました。
（市民協働・地域分権推進課）
・地域づくり交付金事業によ
り、地域の課題解決や地域力向
上などに取り組む活動を支援し
ました。

（地域福祉推進室、生活総務
課）
・町内会や地域活動に取り組
む住民同士が交流し、情報交
換できる場を提供し、将来の
地域活動の担い手育成につな
げることを目的とした、地域
活動座談会を３回開催しまし
た。
（市民協働・地域分権推進
課）
・地域づくり交付金事業によ
り、地域の課題解決や地域力
向上などに取り組む活動を支
援しました。

町内会や地域活動に取り組む
住民同士が交流し、情報交換
できる場を提供し、将来の地
域活動の担い手育成につなげ
ることを目的として、地域活
動座談会を３回行いました。
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傾聴ボラ
ンティア養
成事業

地域の中高年者が傾聴ボラ
ンティアとして支え合う仕
組みを作り、高齢者の孤立
防止・自殺予防を図るとと
もに、ボランティアとして
の高齢者自身の介護予防、
生きがいづくり・地域貢献
を図ります。

長寿福
祉課

平成24年から事業を開始
し、10月と11月に「傾聴ボ
ランティア養成講座」を開
催しました。約70名が傾聴
技術の基礎について受講し
ました。講座終了後、受講
者有志による傾聴ボラン
ティア団体も発足し、活動
を開始しました。

B 平成25年７月に、昨年度養成
講座受講者を対象に、「スキ
ルアップ講座」を開催しまし
た。実際に活動されている
方、これから始めたいという
方など、意識の高い受講者の
参加で、ボランティア活動に
つながることを期待していま
す。

地域の中高年者が傾聴ボラン
ティアとして高齢者を支え合う
仕組みを作るため、中高年者を
対象として、傾聴ボランティア
養成講座（標準講座）を開催し
ました。

介護支援
ボランティ
ア制度

元気な高齢者がボランティ
ア活動を行うことにより、
本人の健康増進や介護予
防、社会参加や地域貢献を
通じた生きがいづくりを促
進します。

長寿福
祉課

平成24年10月から制度を開
始し、広報やホームペー
ジ、市政番組出演など制度
の周知に努めたほか、ボラ
ンティアの受入施設を募集
するための説明会、ボラン
ティア活動する方に対する
登録講習会の実施をはじ
め、ボランティア登録し活
動している方同士の交流会
も実施しました。

B 引き続き、制度の周知、ボラ
ンティア登録講習会を実施し
たほか、ボランティア登録
し、実際ボランティア活動を
行っている方を対象に、体験
談の発表、情報交換などを行
う交流会を実施しました。

ボランティアの受入施設を募集
するための説明会、ボランティ
ア活動する方に対する登録講習
会の実施等をはじめ、広報や
ホームページでの制度の周知に
努めました。
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基本目標２　支え合いの地域づくり
施策３　住民同士の交流
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

公民館に
おける世
代間交流
事業の推
進

子どもが高齢者とふれあう機
会となる事業を引き続き実施
し、高齢者の人生経験と豊
富な知識等を社会に還元す
るとともに、地域社会の連帯
意識の高揚を図ります。

生涯学
習室

公民館や市民サービスセン
ターにおいて、子どもが高
齢者とふれあう機会となる
世代間交流事業を実施し、
子どもと高齢者が交流をは
かりながら、豊かな心と社
会づくりを学習しました。
すべての地域で世代間交流
事業を実施できるよう進め
ていきます。

B 公民館や市民サービスセン
ターにおいて、子どもが高齢
者とふれあう機会となる事業
を実施し、高齢者が持つ経験
や知識を、次世代を担う子ど
もに引き継ぐための「学び」
の機会を提供しました。

公民館や市民サービスセンター
において、子どもが高齢者とふ
れあう機会となる事業を実施
し、高齢者が持つ経験や知識
を、次世代を担う子どもに引き
継ぐための「学び」の機会を提
供しました。

各公民館・市民サービスセン
ターにおいて、子どもが高齢
者とふれあう機会となる事業
を実施し、高齢者が持つ経験
や知識を次世代を担う子ども
に引き継ぐための「学び」の
機会を提供しました。

各公民館・市民サービスセン
ターにおいて、子どもが高齢
者とふれあう機会となる事業
を実施し、高齢者が持つ経験
や知識を次世代を担う子ども
に引き継ぐための「学び」の
機会を提供しました。

各公民館において、大人と子
どもが一緒に取り組める内容
の事業を行い、異世代との相
互理解を深める場を提供した
ことにより、地域の連帯意識
の高揚を図りました。

生涯学習
（社会参加
活動）の推
進

生きがいのある豊かな人生
を過ごすことができるよう、地
域課題に対応した学習機会
を拡充するとともに、住民同
士の交流を促進し、市民の
学習効果を地域社会の活性
化につなげていくよう、社会
参加活動を推進します。

生涯学
習室

生きがいのある豊かな人生
を送るために、健康や教養
を高める講座や教室を開催
し、社会参加への促進を図
りました。

A 社会参加を促す一施策とし
て、公民館などの社会教育施
設において、講座や教室を開
催し、「学び」の機会を提供
しました。

公民館などの社会教育施設にお
いて、社会参加を促す講座や教
室を実施し、「学び」の機会を
提供しました。

各公民館・市民サービスセン
ターにおいて、社会参加を促
す講座や教室を実施し、「学
び」の機会を提供しました。

各公民館などの社会教育施設
において、社会参加を促す講
座や教室を実施し、「学び」
の機会を提供しました。

公民館などの社会教育施設を
中心として、社会の変化に対
応した「学び」を目的とした
講座や教室を開設し、社会参
加を促すとともに、住民同士
の交流を図りました。

市民ス
ポーツの
振興

各種イベント・スポーツ教室
の開催や学校体育施設の開
放などにより、気軽にスポー
ツに参加できる機会の拡充と
地域のスポーツ活動の場所
の提供を行い、スポーツを通
じた健康な心と体づくり、地
域の連帯感の醸成や地域住
民の交流機会の創出に努め
ます。

スポー
ツ振興
課

スポーツイベント・スポー
ツ教室の開催や学校体育施
設の開放などにより、気軽
にスポーツ活動に参加でき
る環境づくりに努めまし
た。また、スポーツを通し
た心身の健康づくりと交流
機会の創出により、地域の
連帯感や活力の醸成を図り
ました。

A 全市一斉スポーツレクリエー
ション大会や地区スポーツ教
室、地区スポーツ大会の開催
や、学校体育施設の開放な
ど、気軽にスポーツ活動に参
加できる環境の提供により、
スポーツを通した心身の健康
づくりと交流機会の拡充に努
めました。

地域住民に体を動かすことの楽
しさを体感してもらうため、全
市一斉スポーツレクリエーショ
ン大会や各地区でスポーツ教室
等を開催しました。また、地域
住民に学校体育施設を開放する
とともに、開放時に地域住民を
対象としたスポーツ教室を開催
するなど、スポーツ活動の機会
を提供しました。

地域の仲間と共に、体を動か
すことの楽しさを体感しても
らうため、全市一斉スポーツ
レクリエーション大会や地区
でのスポーツ教室等を開催し
ました。また、新たな取組と
して、各地区において、高齢
者を対象とした健康づくり教
室やウオーキング教室などを
開催しました。

各地区で全市一斉スポーツレ
クリエーション大会や地区ス
ポーツ教室、地区スポーツ大
会を開催したほか、市内８地
区で生き生き健康スポーツ教
室を実施し、地域の仲間と共
に体を動かすことの楽しさを
味わいながら、心身の健康増
進を図る機会の創出に努めま
した。

屋内施設（市立体育館等）で
エンジョイスポーツ教室（5
月～2月、11種目、410人参
加）、屋外施設（健康広場）
で青空スポーツ教室(5月～2
月、6種目、464人参加）を実
施し、誰もが気軽に健康な心
と体づくりができる機会を提
供しました。また、市内８地
区で生き生き健康スポーツ教
室（24回開催、186人参加）
を実施し、地域の仲間と共に
体を動かすことの楽しさを味
わいながら、心身の健康増進
を図る機会創出に努めまし
た。

老人クラブ
活動の活
性化

老人クラブが自主的に行う社
会奉仕活動や地域交流活動
等の取組みを支援します。

長寿福
祉課

老人クラブ連合会や、単位
老人クラブに補助金を交付
し、活動の活性化を図りま
した。また、連合会が主催
するイベントに当課職員を
派遣したり、当課主催のイ
ベントでは、加入促進のた
めのチラシを配布するなど
連携を図ってまいりまし
た。

B 老人クラブ連合会が主催す
る、リーダー研修会に当課職
員を講師として派遣し、講義
を実施しました。

老人クラブへの加入促進を図る
ため、市老人クラブ連合会へ活
動のPRを働きかけると共に、広
報あきたへの掲載やフォーラム
での資料配付など老人クラブ活
動の周知に努めました。

単位老人クラブに対し、加入
促進活動を働きかけ、老人ク
ラブの会員増や活動の活性化
につながっていくよう支援し
ました。

単位老人クラブに対し、加入
促進活動を働きかけ、老人ク
ラブの会員増や活動の活性化
につながっていくよう支援し
ました。

単位老人クラブが実施する高
齢者の健康と体力づくりの向
上、社会奉仕活動、地域交流
活動事業等に対し助成し、活
動の活性化を図るとともに、
高齢者の生きがいづくりを支
援しました。
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いきいき
サロン事
業の推進

市内３カ所（八橋・飯島・大森
山）にある老人いこいの家
や、雄和ふれあいプラザにお
いて、いきいきサロンを開催
し、高齢者の生きがいづくり
や市民同士の交流機会の充
実を図ります。

長寿福
祉課

高齢者が要介護状態となら
ないよう軽スポーツ教室や
健康教室等を開催し、高齢
者のいきがいづくりや市民
同士の交流機会の充実を図
りました。また、平成24年
度からは、広報やＨＰなど
により事業をＰＲし、利用
の促進に努めました。

B 高齢者が要介護状態とならな
いよう軽スポーツ教室や健康
教室等を開催し、高齢者のい
きがいづくりや市民同士の交
流機会の充実を図りました。
また、広報やＨＰに日程や内
容等を掲載し、利用の促進に
努めました。

高齢者が要介護状態とならない
よう軽スポーツ教室や健康教室
等を開催し、高齢者のいきがい
づくりや市民同士の交流機会の
充実を図りました。また、広報
やＨＰに日程や内容等を掲載
し、利用の促進に努めました。

高齢者が要介護状態とならな
いよう軽スポーツ教室や健康
教室等を開催し、介護予防を
推進しました。

高齢者が要介護状態とならな
いよう軽スポーツ教室や健康
教室等を開催し、介護予防を
推進しました。

65歳以上の高齢者を対象に、
軽スポーツ教室、健康教室等
を開催し、高齢者が要介護状
態になることなく、健康でい
きいきとした生活を送れるよ
う支援しました。
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施策４　地域活動の推進
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

地域自治
活動の支
援

地域の個性や特色を活かし
た魅力ある地域づくりを展開
するため、地域づくり組織の
結成を支援します。また、町
内会活動の活性化を図るた
め、活動費等の助成や集会
所整備の支援を継続します。

生活総
務課、
市民協
働・地
域分権
推進課

（生活総務課）
・町内会に対する活動助成
金および地域自治活動の拠
点施設なる集会所の建設等
の補助金等の支援をしたこ
とにより、町内会活動の活
性化が図られました。
(市民協働・地域分権推進
課）
・これまでに設立された各
地域づくり組織が、各市民
サービスセンターを拠点に
地域づくり活動に取り組ん
でいます。地域づくり組織
の設立は計画どおりに進ん
でおり、市民サービスセン
ター整備と平行しながら、
本計画終了時点で未設置と
なっている２地域への支援
を行います。

A （生活総務課）
・町内会に対し、活動助成金
を交付しました。
・地域自治活動の拠点施設と
なる集会所の建設等に対する
補助等の支援を行いました。
（市民協働・地域分権推進
課）
・（仮称）南部市民サービス
センターの本体工事を進めて
います。下半期は、（仮称）
東部市民サービスセンターの
本体工事着手をめざすととも
に、（仮称）中央市民サービ
スセンターの開設に向けた準
備に取り組みます。

（生活総務課）
・町内会に対し、活動助成金を
交付しました。
・地域自治活動の拠点施設とな
る集会所の建設等に対する補助
等の支援を行いました。
（市民協働・地域分権推進課）
・南部、東部地域における地域
づくり組織の設立準備に向けた
支援を行いました。

（生活総務課）
・町内会に対し、活動助成金
を交付しました。
・地域自治活動の拠点施設と
なる集会所の建設等に対する
補助等の支援を行いました。
（市民協働・地域分権推進
課）
・２３年５月に開設した北
部・河辺・雄和市民サービス
センターの地域づくり組織で
ある、各地域の住民自治協議
会の運営を支援しました。

・２３年５月に開設する北
部・河辺・雄和市民サービス
センターの指定管理を担う地
域づくり組織として、各地域
の住民自治協議会の設立を支
援しました。
・町内会に対し活動助成金を
交付しました。
・地域自治活動の拠点施設と
なる集会所の建設等に対する
補助等の支援を行いました。

・地域自治活動の拠点施設と
なる集会所の建設等に対する
補助等の支援を行いました。
・町内会に対し活動助成金を
交付しました。
・21年５月に開設された西部
市民サービスセンターに地域
づくり組織（西部地域住民自
治協議会）の指定管理を導入
しました。
・23年５月に開設予定の（仮
称）北部市民サービスセン
ターの指定管理などを担う地
域づくり組織として北部地域
住民自治協議会設立準備委員
会の立ち上げを支援しまし
た。

自治活動
拠点の整
備

地域自治活動の拠点となる
コミュニティセンター等の整
備・充実に努めます。老朽化
した施設については、地域住
民が安心して利用できるよ
う、施設の耐震化計画に併
せた大規模改修を計画的に
進めます。また、市民の自主
的な活動をより推進しやすい
環境を整えるため、市民サー
ビスセンターに、各種ＯＡ機
器などを配置した地域活動
室を設置します。

生活総
務課、
市民協
働・地
域分権
推進課

（生活総務課）
・地域自治活動の拠点とな
るコミュニティセンター等
の整備・充実および老朽化
施設の耐震化を図ったこと
により施設の利便性が向上
しました。
（市民協働・地域分権推進
課）
・地域における自治活動の
充実をめざす都市内地域分
権の拠点として、市民サー
ビスセンターを計画的に整
備しました。未整備の３地
域については、平成27年度
までの開設をめざしていま
す。

A （生活総務課）
・勝平地区コミュニティセンター
（児童館との複合施設）屋外電気
設備および屋外環境整備工事が完
成しました。
・茨島地区コミュニティセンター
耐震補強等改修工事に着手した。
・上北手地域センターのコミセン
化に伴う各種改修工事が完成しま
した。
・泉地区コミュニティセンター体
育館空調設備改修工事に着手しま
した。
（市民協働・地域分権推進課）
・（仮称）南部市民サービスセン
ターの本体工事を進めています。
下半期は、（仮称）東部市民サー
ビスセンターの本体工事着手をめ
ざすとともに、（仮称）中央市民
サービスセンターの開設に向けた
準備に取り組みます。

（生活総務課）
・勝平地区コミュニティセン
ター（児童館との複合施設）の
本体工事が完成しました。
・茨島地区コミュニティセン
ターの耐震診断及び耐震設計を
行いました。
・災害時に避難所となる各地区
のコミュニティ施設等に再生可
能エネルギーによる１０ＷＬＥ
Ｄ外灯を整備しました。
（市民協働・地域分権推進課）
・（仮称)南部市民サービスセン
ターの本体工事に着手しまし
た。また、(仮称)東部市民サー
ビスセンター、(仮称)中央市民
サービスセンターの開設に向
け、整備を進めました。

（生活総務課）
・勝平地区コミュニティセン
ター（児童館との複合施設）
の建設に着手しました。
・寺内地区コミュニティセン
ターの耐震補強工事を行いま
した。
（市民協働・地域分権推進
課）
・地域活動の拠点施設となる
北部・河辺・雄和市民サービ
スセンターを５月　１６日に
開設し、住民自治施設や地域
活動室などを整備して、市民
の自主的な活動を推進する環
境づくりを行いました。

・東地区コミセンの耐震補強
を含めた大規模改修を行いま
した。
・地域活動の拠点施設となる
北部・河辺・雄和市民サービ
スセンターの整備を進めまし
た。

・21年５月に西部市民サービ
スセンターを開設し、セン
ター内の住民自治施設、地域
活動室を住民自治活動等に開
放しました。
・（仮称）北部市民サービス
センターの本体工事に着手し
ました。
・21年６月に旭南地区コミュ
ニティセンターを新設オープ
ンしました。また、老朽化が
進んでいた飯島地区コミュニ
ティセンターの耐震補強を含
む大規模改修を行いました。

8／29



市民憲章
推進協議
会の活動
支援

明るく住みよいまちづくりを推
進するため、市民が自主的
に取り組む市民憲章推進協
議会の活動を支援します。

市民協
働・地
域分権
推進課

市民憲章推進協議会と市の
連携を強化するとともに、
事業費補助金を交付するな
どの支援を行いました。ま
た、平成２４年度に同協議
会創立５０周年記念事業と
して行った全国大会の開催
費の負担や支援を行いまし
た。

A 市民憲章推進協議会と市の連
携を強化するとともに、事業
費補助金を交付するなどの支
援を行いました。

市民憲章推進協議会と市の連携
を強化するとともに、事業費補
助金を交付するなどの支援を
行ったほか、同協議会創立５０
周年記念事業として行った全国
大会への開催費の負担や支援を
行いました。

市民憲章推進協議会と市の連
携を強化するとともに、事業
費補助金を交付するなどの支
援を行いました。

市民が自主的に取り組む市民
憲章推進協議会の活動に対し
事業費補助金を交付するなど
の支援を行いました。

市民が自主的に取り組む市民
憲章推進協議会の活動に対し
事業費補助金を交付するなど
の支援を行いました。

地域愛形
成事業の
推進

市民から事業の提案を募集
し、市と協力しながら事業を
実施する仕組みである地域
愛形成事業を推進し、引き続
き市民が自分の住む地域に
愛着を持って、地域の課題を
解決できる機会を拡充しま
す。

市民協
働・地
域分権
推進課

地域愛形成事業による取り
組みを継続実施しました。
これまでの取り組みを検証
し、地域の課題を解決する
活動を継続し市民参加の機
会を拡充するため、より効
果的な事業手法等につい
て、調査研究を進めます。

B 地域愛形成事業８事業を引き
続き実施しています。

地域愛形成事業８事業を引き続
き実施しました。

地域愛形成事業８事業を引き
続き実施しました。

地域愛形成事業８事業を引き
続き実施しました。

20年度までの２事業に加え、
御所野周辺道路の維持管理業
務委託など６事業を新たに実
施しました。
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施策５　地域福祉活動の推進
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

社会福祉
協議会の
活動の支
援

本計画と秋田市社会福祉協
議会が策定する「地域福祉
活動計画」との連携を図り、
計画に基づいて実施する社
会福祉協議会の取組みを支
援することにより地域福祉活
動の推進を図ります。

地域福
祉推進
室

秋田市社会福祉協議会に補
助金を交付し、救急医療情
報キット（安心キット）事
業などの地域福祉活動推進
事業、在宅福祉サービス事
業等秋田市社会福祉協議会
が実施する地域福祉活動の
推進を図りました。「地域
福祉活動計画」との一層の
連携が課題です。

B 秋田市社会福祉協議会に補助
金を交付し、救急医療情報
キット（安心キット）事業な
どの地域福祉活動推進事業、
在宅福祉サービス事業等秋田
市社会福祉協議会が実施する
地域福祉活動の推進を図りま
した。

秋田市社会福祉協議会に補助金
を交付し、救急医療情報キット
（安心キット）事業などの地域
福祉活動推進事業、在宅福祉
サービス事業等秋田市社会福祉
協議会が実施する地域福祉活動
の推進を図りました。

秋田市社会福祉協議会に補助
金を交付し、救急医療情報
キット（安心キット）事業な
どの地域福祉活動推進事業、
在宅福祉サービス事業等秋田
市社会福祉協議会が実施する
地域福祉活動の推進を図りま
した。

秋田市社会福祉協議会に補助
金を交付し、新たに実施した
救急医療情報キット（安心
キット）事業などの地域福祉
活動推進事業、在宅福祉サー
ビス事業等秋田市社会福祉協
議会が実施する地域福祉活動
の推進を図りました。

秋田市社会福祉協議会に補助
金を交付し、地域福祉活動推
進事業、在宅福祉サービス事
業等秋田市社会福祉協議会が
実施する地域福祉活動の推進
を図りました。

地域保健・
福祉活動
推進事業

民間団体の行う在宅福祉の
向上、健康づくり等の事業を
支援し、地域における保健福
祉施策の推進を図ります。

地域福
祉推進
室

高齢者、障がい者、児童な
どへの在宅保健福祉活動を
行っている民間団体の活動
を助成し、地域における保
健福祉活動を推進しまし
た。補助期間終了後の事業
定着や自主財源確保等の支
援が課題です。

※２１～２５年度のべ３９
団体に補助

B 高齢者、障がい者、児童など
への在宅保健福祉活動を行っ
ている民間団体７団体の活動
を助成し、地域における保健
福祉活動を推進しました。

高齢者、障がい者、児童などへ
の在宅保健福祉活動を行ってい
る民間団体９団体の活動を助成
し、地域における保健福祉活動
を推進しました。

高齢者、障がい者、児童など
への在宅保健福祉活動を行っ
ている民間団体８団体の活動
を助成し、地域における保健
福祉活動を推進しました。

高齢者、障がい者、児童など
への在宅保健福祉活動を行っ
ている民間団体８団体の活動
を助成し、地域における保健
福祉活動を推進しました。

高齢者、障害者、児童などへ
の在宅保健福祉活動を行って
いる民間団体７団体の活動を
助成し、地域における保健福
祉活動を推進しました。

親子のふ
れあい広
場事業

民生児童委員協議会、地区
婦人会など各地域の子育て
支援者が開催する「親子の
集い」や母親らが自主的に
開催している「育児サーク
ル」への子育て相談員の派
遣、遊びや育児指導、育児
相談の実施、子育て情報の
提供などにより、地域主導の
子育て支援体制を引き続き
支援します。

子ども
未来セ
ンター

民生児童委員協議会や保健
推進員等、各地域の子育て
支援者が開催する「親子の
つどい」や母親らが自主的
に開催している「育児サー
クル」にそれぞれ子育て相
談員が出向き、遊びや育児
指導や育児相談の実施、子
育て情報の提供等をとおし
て地域での子育て支援活動
を支援しました。

A ８月末までに民生児童委員協
議会や保健推進員等、各地域
の子育て支援者が開催する
「親子のつどい」に26回、母
親らが自主的に開催している
「育児サークル」に８回、そ
れぞれ子育て相談員が出向
き、遊びや育児指導や育児相
談の実施、子育て情報の提供
等をとおして地域での子育て
支援活動を支援しました。

民生児童委員協議会や保健推進
員等、各地域の子育て支援者が
開催する「親子のつどい」に67
回、母親らが自主的に開催して
いる「育児サークル」に16回、
それぞれ子育て相談員が出向
き、遊びや育児指導や育児相談
の実施、子育て情報の提供等を
とおして地域での子育て支援活
動を支援しました。

民生児童委員協議会、地区婦
人会など各地域の子育て支援
者が開催する「親子のつど
い」に６１回、母親らが自主
的に開催している「育児サー
クル」へ１９回、子育て相談
員がそれぞれ出向き、遊びの
指導、子育て情報の提供など
をとおして地域での子育て支
援活動を支援しました。

民生児童委員協議会、地区婦
人会など各地域の子育て支援
者が開催する「親子のつど
い」に７０回、母親らが自主
的に開催している「育児サー
クル」へ ２２回、子育て相
談員を派遣し、遊びの指導
や、育児相談の実施、子育て
情報の提供などにより、地域
主導の子育て支援体制を支援
しました。

民生児童委員協議会、地区婦
人会など各地域の子育て支援
者が開催する「親子の集い」
に25回、母親らが自主的に開
催している「育児サークル」
へ６４回、子育て相談員を派
遣し、遊びの指導や、育児相
談の実施、子育て情報の提供
などにより、地域主導の子育
て支援体制を支援しました。

地区別地
域福祉計
画の策定
への協力

地域・地区が独自に地域福
祉計画の策定に取り組む場
合に協力します。

地域福
祉推進
室

地域での独自の地域福祉計
画策定はありませんでし
た。

C なし なし なし なし なし

地域福祉
活動の場
の充実

福祉施設や公共施設の活用
など、様々な手法で活動の
場の充実をめざします。

地域福
祉推進
室

公共施設の地域福祉活動へ
の活用について協議しまし
た。今後も引き続き地域福
祉活動の推進を図るために
活動拠点等の協議が必要で
す。

C なし なし なし 公共施設の地域福祉活動への
活用について、市の関係課等
と協議しました。

なし
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施策６　担い手の連携による取組みの推進
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

高齢者等
の見守り
ネットワー
ク

見守りが必要な高齢者や障
がい者等が地域から疎遠に
なることを防ぐため、秋田市
社会福祉協議会が主体とな
り、地区社会福祉協議会や
民生委員、福祉協力員等が
協力して行っている見守り
ネットワークの強化・充実を
図ります。

地域福
祉推進
室

重点事業の取組として、見
守りネットワーク事業など
ひとり暮らし高齢者等の孤
立防止活動強化のため、地
区ワークショップ（話し合
いの場）等開催を呼びか
け、計１０地区でワーク
ショップ等が開催され、地
域内の各種団体の連携の強
化が図られました。また、
秋田市社会福祉協議会で
は、救急医療情報キット
（安心キット）事業との連
携など、見守りネットワー
ク事業の強化と充実を図り
ました。
市や地域の取組、民間独自
の取組との連携が課題で
す。

B 重点事業の取組として、引き
続き、見守りネットワーク事
業をはじめとするひとり暮ら
し高齢者等を孤立させないた
めの地区の活動を強化するた
めの地区ワークショップ（話
し合いの場）の開催を呼びか
けました。
秋田市社会福祉協議会では、
救急医療情報キット（安心
キット）事業との連携など、
引き続き見守りネットワーク
事業の充実を図りました。

重点事業の取組として、引き続
き、見守りネットワーク事業を
はじめとするひとり暮らし高齢
者等を孤立させないための地区
の活動を強化するための地区
ワークショップ（話し合いの
場）の開催を呼びかけました。
秋田市社会福祉協議会では、救
急医療情報キット（安心キッ
ト）事業との連携など、引き続
き見守りネットワーク事業の充
実を図りました。

重点事業の取組として、引き
続き、見守りネットワーク事
業をはじめとするひとり暮ら
し高齢者等を孤立させないた
めの地区の活動を強化するた
めの地区ワークショップ（話
し合いの場）の開催を呼びか
けました。
秋田市社会福祉協議会では、
見守りネットワーク事業の充
実を図るため、救急医療情報
キット（安心キット）事業と
の連携など、事業内容の見直
しを行い、新たな手引きを作
成しました。

重点事業の取組として、引き
続き、見守りネットワーク事
業をはじめとするひとり暮ら
し高齢者等を孤立させないた
めの地区の活動を強化するた
めの地区ワークショップ（話
し合いの場）の開催を呼びか
けました。
１地区でワークショップが開
催され、地域内の各種団体の
連携の強化が図られました。
秋田市社会福祉協議会では、
見守りネットワーク事業の充
実を図るため、事業内容の見
直しを行い、見守り体制を強
化しました。

重点事業の取組として、見守
りネットワーク事業をはじめ
とするひとり暮らし高齢者等
を孤立させないための地区の
活動を強化するための地区
ワークショップ（話し合いの
場）の開催を呼びかけまし
た。
７地区でワークショップが開
催され、今後の地区の取組に
ついて話し合われたほか、２
地区で研修会・交流会が開催
され、地域内の各種団体の連
携の強化が図られました。

地域子育
て支援
ネットワー
ク事業

市内の７地域で子育て支援
者が連携し、地域全体で子
育て支援に取り組む体制を
整え、子育て支援活動を継
続できるよう、情報交換、交
流機会の提供や研修の開催
などにより、地域子育て支援
ネットワークの活動を支援し
ます。

子ども
未来セ
ンター

市内全域となる７地域に
ネットワーク連絡会を立ち
上げ、地域全体で子育て支
援に取り組む体制を整え、
イベントの実施や情報誌を
発行し、各地域にあった支
援活動を実施しました。

A 南部、東部、中央地域合同の
研修会を行ったほか、南部地
域では地域の子育て情報紙を
作成し、地域の親子等へ配布
しました。東部地域において
は子育て支援活動カレンダー
を作成し、連絡会委員の交流
を図るとともに、支援活動に
役立てました。中央地域にお
いては、地域の子育て情報紙
の発行に向け、実行委員会を
立ち上げるなど準備を進めて
います。

各地域ごとに研修会を行ったほ
か、南部地域では地域の子育て
情報紙を作成し、地域の親子等
へ配布しました。東部地域にお
いては子育て支援活動カレン
ダーを作成し、連絡会委員の交
流を図るとともに、支援活動に
役立てました。中央地域におい
ては、新たに連絡会を立ち上げ
地域の課題の共有や情報交換を
行いました。
また、市内全域となる７地域で
連絡会が立ち上がったことか
ら、連絡会の会長等による「地
域子育て支援ネットワーク連絡
会代表者会議」を開催し、各地
域の支援活動について情報交換
を行いました。

南部地域では地域の子育て情
報紙を作成し南部地域の全戸
へ配布しました。また、東部
地域においても新たに連絡会
を立ち上げ地域の課題の共有
や情報交換を行いました。
すでにネットワーク連絡会が
設置された西部、北部、河
辺、雄和、南部、東部の６地
域の連絡会会長による会長会
議を開催しました。

　北部地域において、北部地域子
育て支援ネットワーク連絡会が、
連絡会議３回、研修会１回、子育
て支援イベント１回を実施し、子
育て支援者の交流や地域の子育て
家庭の交流を促進するとともに
「北部地域みんなの子育て情報」
を1,000部作成し、地域内の関係団
体に配布しました。
　河辺地域、雄和地域において各
地域の子育て支援ネットワーク連
絡会が、連絡会議４回、研修会１
回、子育て支援イベント１回を実
施し、子育て支援者の交流や地域
の子育て家庭の交流を促進すると
ともに「子育て支援ネットワーク
連絡会だより」を作成し地域内に
全戸配布しました。
　また、南部地域において、新た
に子育て支援ネットワーク連絡会
を立ち上げ、地域の子育て支援者
が顔の見える関係づくりの第一歩
として、連絡会議３回と研修会１
回を開催しました。

北部地域において、北部地域
子育て支援ネットワーク連絡
会が、発会から２年目の活動
として、連絡会議３回、研修
会１回、子育て支援イベント
１回を実施し、子育て支援者
の交流や地域の子育て家庭の
交流を促進しました。
　また、河辺・雄和地域にお
いて、新たにそれぞれの地域
の子育て支援ネットワーク連
絡会を立ち上げ、地域の子育
て支援者が顔の見える関係づ
くりの第一歩として、連絡会
議と研修会を開催するととも
に、子育て支援ネットワーク
だよりを作成し地域内に全戸
配布しました。
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学校と地
域社会と
の連携

小・中学校では、交流活動や
清掃奉仕活動などにより、高
齢者福祉施設や特別支援学
校と連携を図ります。また、
伝統芸能の継承や農業体験
などにより地域との交流を図
るほか、地域住民による、子
どもの登下校時の見守り活
動やパトロール活動を通じ
て、児童生徒の安全対策に
おける連携を強化します。

学校教
育課、
学事課

児童生徒が地域に誇りや愛
着を持てるようにするた
め、福祉施設や特別支援学
校等と連携したほか、地域
人材の積極的な活用に努
め、郷土芸能を学んだり、
伝統行事に参加したりする
体験活動の充実を図りまし
た。また、市内３警察署管
内ごとにスクールガード養
成講習会を開催し、地域全
体で子どもたちを見守る体
制を支援し、学校、家庭、
地域住民、関係機関等の連
携強化に努めました。

A 児童生徒が地域に誇りや愛着
を持てるようにするため、福
祉施設や特別支援学校等と連
携したほか、地域人材の積極
的な活用に努め、郷土芸能を
学んだり、伝統行事に参加し
たりする体験活動の充実を図
りました。また、市内３警察
署管内ごとにスクールガード
養成講習会を開催し、地域全
体で子どもたちを見守る体制
を支援し、学校、家庭、地域
住民、関係機関等の連携強化
に努めました。

児童生徒が地域に誇りや愛着を
持てるようにするため、福祉施
設や特別支援学校等と連携した
ほか、地域人材の積極的な活用
に努め、郷土芸能を学んだり、
伝統行事に参加したりする体験
活動の充実を図りました。ま
た、市内３警察署管内ごとにス
クールガード養成講習会を開催
し、地域全体で子どもたちを見
守る体制を支援し、学校、家
庭、地域住民、関係機関等の連
携強化に努めました。

児童生徒が地域に誇りや愛着
を持てるようにするため、福
祉施設や特別支援学校等と連
携したほか、地域人材の積極
的な活用に努め、伝統芸能を
学んだり、伝統行事に参加し
たりする体験活動の充実を図
りました。また、市内３警察
署管内ごとにスクールガード
養成講習会を開催しました。

小・中学校では、地域での清
掃奉仕活動や、福祉施設およ
び特別支援学校との交流活動
を行うとともに、地域人材を
活用した伝統芸能の伝承や農
業体験活動等により、地域と
の連携を図りました。また、
市内３警察署管内ごとにス
クールガード養成講習会を開
催し、地域全体で子どもたち
を見守る体制を支援し、学
校、家庭、地域住民、関係機
関等の連携強化に努めまし
た。

小・中学校では、地域での清
掃奉仕活動や、福祉施設およ
び特別支援学校との交流活動
を行うとともに、地域人材を
活用した伝統芸能の伝承や農
業体験活動等により、地域と
の連携を図りました。また、
スクールガード・リーダー５
名による学校の巡回指導を行
うとともに、市内３警察署管
内ごとにスクールガード養成
講習会を開催し、地域全体で
子どもたちを見守る体制を支
援し、学校、家庭、地域住
民、関係機関等の連携強化に
努めました。

地域ケア
の推進

高齢者が住み慣れた地域や
家庭で安心して生活し続ける
ことができるよう、地域包括
支援センターが医療関係者、
介護保険事業者、民生委
員、社会福祉協議会、ＮＰ
Ｏ、ボランティアなどの関係
機関と連携して各種サービス
に対する支援やサービス提
供体制の整備などに取り組
みます。

長寿福
祉課

県の緊急雇用創出臨時対策
基金事業や国の市町村地域
包括ケア推進事業を活用
し、地域包括支援センター
の体制を強化したほか、平
成２５年度に５か所の地域
包括支援センターを増設
し、さらに、３か所の地域
包括支援センターを公募し
ています。また、増設まで
の時限措置として、担当す
る高齢者人口に応じた委託
料の加算をしたほか、個人
情報保護審査会を経て、地
域包括支援センターへ提供
する情報の範囲を拡大し、
地域包括ケアを地域でコー
ディネートする地域包括支
援センターの体制強化を図
りました。

B 地域包括ケアを地域でコー
ディネートする地域包括支援
センターの体制強化のため、
個人情報保護審査会を経て、
地域包括支援センターへ提供
する情報の範囲を拡大しまし
た。また、地域包括支援セン
ター増設までの時限措置とし
て、担当する高齢者人口に応
じた委託料の加算を行いまし
た。そのほか、平成２６年度
からの３か所増設に係る運営
法人の公募の手法について地
域包括支援センター運営協議
会で協議しました。

地域包括ケアを地域でコーディ
ネートする地域包括支援セン
ターの体制強化のため、平成２
５年度からの５か所増設に係る
運営法人の公募の実施や、増設
までの時限措置として、担当す
る高齢者人口に応じた委託料の
加算を行いました。

基幹型地域包括支援センター
に配置した地域コーディネー
ターが、民間で行っている高
齢者向けのサービスや施設の
空室情報等を冊子にまとめ、
地域包括支援センターや介護
サービス事業所等へ配付する
などして、地域ケア体制の基
盤づくりを進めました。ま
た、地域ケア体制の調整役で
ある地域包括支援センターの
体制強化を図るため、増設等
についての検討を行いまし
た。

地域包括支援センターの担当
圏域の調整や県の緊急雇用創
出臨時対策基金事業を活用す
るなどして、地域ケア体制の
調整役である地域包括支援セ
ンターの体制強化に取り組み
ました。また、在宅介護支援
センターの業務を拡大し、高
齢者の利便性の向上に努めま
した。そのほか、国が創設す
る市町村地域包括ケア推進事
業を活用し、地域コーディ
ネーターを基幹型地域包括支
援センターに配置し、イン
フォーマルサービスの情報収
集や地域包括支援センターの
周知に努めることにより、地
域ケアを推進しました。

地域包括支援センターの担当
圏域の調整や県の緊急雇用創
出臨時対策基金事業を活用す
るなどして、地域ケア体制の
調整役である地域包括支援セ
ンターの体制強化に取り組み
ました。また、在宅介護支援
センターの業務を拡大し、高
齢者の利便性の向上に努めま
した。
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基本目標３　利用者主体のサービスのしくみづくり
施策７　福祉保健サービスの提供
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

高齢者福
祉の充実
（基本方
向）

高齢者プランに基づき、高齢
者が地域において健康で安
全安心に暮らせるよう、高齢
者の社会参加の促進、在宅
サービスの充実、介護予防
の推進、介護サービスの基
盤整備の推進、介護保険の
適正な運営に取り組みます。
その中で、介護保険事業計
画を明らかにします。

長寿福
祉課、
介護保
険課

第６次高齢者プランに基づ
き、高齢者が住み慣れた地
域で生きがいを持ち健康で
安全安心に暮らすことが出
来るよう、高齢者の社会参
加の促進、在宅サービスの
充実、介護予防の推進、介
護サービスの基盤整備の推
進、介護保険の適正な運営
を図るための事務事業に取
り組みました。また、平成
２３年度に第７次高齢者プ
ランを策定し、各種施策を
充実させるとともにその推
進に努めました。さらに、
高齢者コインバス事業の対
象拡大、玄関から道路まで
の雪寄せ回数の拡大、屋根
の雪下ろし支援事業の新設
等高齢者プランにない事業
も実施し、さらなる体制整
備に努めました。

B （長寿福祉課）
第７次高齢者プランに基づい
た施策のほか、平成２５年度
から、高齢者コインバス事業
の対象拡大、玄関から道路ま
での雪寄せ回数の拡大、屋根
の雪下ろし支援事業の新設、
ケアプラン検討会による給付
適正化等により、高齢者が住
み慣れた地域で安全安心に暮
らせる体制をさらに強化し
た。

（介護保険課）
平成２４年度に引き続き、第
７次高齢者プランに掲げた事
業を着実に推進し、高齢者福
祉の充実と介護保険制度の適
正運営に努めました。

平成２４年３月に策定した第７
次高齢者プランに基づき、高齢
者が住み慣れた地域で安全安心
に暮らせるように、「社会参加
の促進」、「在宅サービスの充
実」、「介護予防の推進」、
「介護サービス基盤整備の推
進」、「介護保険の適正な運
営」に取り組みました。

第６次高齢者プランに基づ
き、高齢者が住み慣れた地域
で、安全で安心して暮らすこ
とができるように「在宅サー
ビスの充実」、「介護予防の
促進」、「介護サービスの基
盤整備の推進」、「介護保険
の適正な運営」に取り組むと
ともに、平成２４年度～２６
年度を計画期間とする第７次
高齢者プランを策定しまし
た。

高齢者プランに基づき、高齢
者が住み慣れた地域で生きが
いを持って社会に参加し、安
全で安心して暮らすことがで
きるように「社会参加の促
進」、「在宅サービスの充
実」、「介護予防の促進」、
「介護保険の適正な運営」に
取り組みました。

　高齢者プランの「社会参加
の促進」、「在宅サービスの
充実」、「介護予防の推
進」、「介護サービスの基盤
整備の推進」、「介護保険の
適正な運営」の５つの枠組み
に沿った形で、高齢者福祉の
充実、社会保険制度の確保
（介護保険）に取り組みまし
た。また、介護保険事業計画
については、一番の目的であ
る介護保険料の設定につい
て、全世帯を対象にパンフ
レットを配布し、理解を促し
ました。

障がい者
福祉の充
実
（基本方
向）

障害者プランに基づき、「誰
もが人格と個性を尊重し相
互に支え合う共生社会の実
現」のため、障がい者の社会
参加の促進、保健・医療・福
祉サービス基盤の整備、地
域生活の充実に取り組みま
す。

障がい
福祉課

「誰もが人格と個性を尊重
し相互に支え合う共生社会
の実現」を基本理念とする
第３次障害者プランおよび
第４次障がい者プランに基
づき、障がい福祉サービス
の充実等を図るとともに、
各種障がい者施策を実施
し、障がい者福祉の充実に
努めました。

A 第３次障害者プランの取組状
況について、社会福祉審議会
障がい者専門分科会において
報告を行うほか、第４次障が
い者プランに基づき、各種施
策を推進します。

第３次障害者プランの取組状況
について、社会福祉審議会障が
い者専門分科会において報告を
行ったほか、現行プランの見直
しを行い、平成２５年度２９年
度までの５年間を計画期間とす
る「第４次障がい者プラン」を
策定しました。

障害者プランの取組状況につ
いて、社会福祉審議会障がい
者専門分科会において報告を
行ったほか、障害福祉サービ
ス、相談支援および地域生活
支援事業の提供体制の確保に
関する計画を定めた「第３期
秋田市障がい福祉計画（２４
～２６年度)」を策定しまし
た。

障がい者施設の新体系への移
行促進、障害福祉サービスの
充実等を図るとともに、各種
障がい者施策を継続して実施
し、障がい者福祉の充実に努
めました。

障がい者施設の新体系への移
行促進、障害福祉サービスの
充実等を図るとともに、各種
障がい者施策を継続して実施
し、障がい者福祉の充実に努
めました。

児童福祉・
子育て支
援の充実
（基本方
向）

次世代育成支援行動計画に
基づき、「子どもたちの歓声
がこだまし、子育てに喜びと
楽しみを実感できる活力あふ
れるまち」をめざして、子ども
の健やかな育ちの支援や子
どもを安心して生み育てるこ
とができる環境の整備などに
取り組みます。

子ども
総務課

次世代育成支援行動計画後
期計画「秋田市子ども・子
育て未来プラン」の進行管
理を行うとともに、２４年
度には中間評価として、目
標指標の達成度や課題・改
善点などをもとに、各施策
の点検・評価を行った結
果、いずれの施策も２６年
度目標値に向かって、概ね
順調に推移していました。

A 次世代育成支援行動計画後期
計画「秋田市子ども・子育て
未来プラン」の２４年度中間
評価を受け、一部事業の目標
値・指標を見直して、引き続
き、施策に取り組むととも
に、取組・事業レベルの内容
についても、見直しをはか
り、施策に取り組んでいま
す。

次世代育成支援行動計画の後期
計画である秋田市子ども・子育
て未来プランの進行管理を行う
とともに、計画期間の中間年度
であることから、目標指標の達
成度や課題・改善点などを踏ま
えて、各施策の点検・評価を行
いました。

次世代育成支援行動計画の後
期計画である秋田市子ども・
子育て未来プランの進行管理
を行うとともに、「ワーク・
ライフ・バランス推進事
業」、「子育て家庭応援事
業」等の施策に取り組みまし
た。

次世代育成支援行動計画（後
期計画）における事業の進捗
管理を行うとともに、「若者
が創る出会いの場応援事業」
「ワーク・ライフ・バランス
推進事業」「子育て家庭応援
事業」等の新規の施策に取り
組みました。

次世代育成支援行動計画（前
期計画）における事業を着実
に推進するとともに、前期計
画の検証および市民ニーズ調
査を踏まえ、平成22年度から
26年度までを計画期間とする
｢秋田市子ども・子育て未来
プラン（後期計画）｣を策定
しました。
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地域保健
の充実（基
本方向）

健康あきた市２１に基づき、
市民一人ひとりが安心して健
康に過ごすことができるよ
う、一次予防の推進や健康
づくりのための環境整備等に
取り組みます。

保健総
務課

　健康づくりに関する情報
提供や市民健康フォーラム
の開催等により、一人ひと
りの生活習慣の改善や市民
の健康づくり運動を支援し
ました。
　また、平成２５年３月に
第２次健康あきた市２１計
画を策定し、広報あきたや
秋田市ホームページ等によ
り広く周知し、市民の健康
意識の向上を図りました。

A 「広報あきた」やホームペー
ジ等に「第２次健康あきた市
２１」に掲げた健康づくりの
取組例などを掲載し、市民の
健康意識の向上を図りまし
た。

生活習慣の改善や市民の健康づ
くり運動を支援するため、健康
づくりに関する情報提供や市民
健康フォーラム (10月16日）を
開催しました。
また、平成２２年度に実施し
た、健康あきた市２１の最終評
価や国・県の健康増進計画を基
に、平成２５年度から１０年間
を計画期間とする、第２次健康
あきた市２１を策定しました。
策定にあたり、健康あきた市２
１推進会議を年３回開催しまし
た。

生活習慣の改善や市民の健康
づくり運動を支援するととも
に、健康づくりに関する情報
提供や市民健康フォーラム
(10月２日）の開催などを通
して市民の健康意識の向上に
努めたほか、健康あきた市２
１推進会議（年２回）を開催
しました。

生活習慣の改善や市民の健康
づくり運動を支援するととも
に、健康づくりに関する情報
提供や市民健康フォーラム
（１１月２４日）の開催など
を通して市民の健康意識の向
上に努めたほか、健康あきた
市２１推進会議（年３回）を
開催しました。
また、平成２２年度に実施し
た市民健康意識調査、市民健
康・栄養調査結果などにより
最終評価を実施しました。

生活習慣の改善や市民の健康
づくり運動を支援するととも
に、健康づくりに関する情報
提供などを通して市民の健康
意識の向上に努めるほか、健
康あきた市21推進会議（８月
３日）を開催しました。
また、平成２２年度の計画の
最終評価に向け、市民の健康
意識を調査するためアンケー
トを実施しました。

サービス
の対象と
ならない
課題への
対応

公的な福祉サービスの対象
とならないために制度のすき
まにある問題について、イン
フォーマルサービス・サポー
トとの連携を図るとともに、市
として対応が必要と判断した
場合には、適切に対応しま
す。

地域福
祉推進
室、長
寿福祉
課

基幹型地域包括支援セン
ターに配置した地域コー
ディネーターが、民間で
行っている高齢者向けサー
ビスや高齢者向け施設の空
室情報等を冊子にまとめ
て、地域包括支援センター
や介護サービス事業所等へ
配付しました。また、冊子
の内容は、ホームページへ
も掲載し、情報発信に努め
ました。

B 民間で行っている高齢者に役
立つサービスや高齢者向け施
設の空室情報等をホームペー
ジに掲載して、随時更新しな
がら、情報発信に努めまし
た。

民間で行っている高齢者に役立
つサービスや高齢者向け施設の
空室情報等をホームページに掲
載して、情報発信に努めまし
た。また、広報あきたへホーム
ページについての記事を掲載
し、広く市民へ周知されるよう
取り組みました。

長寿福祉課では、基幹型地域
包括支援センターに配置した
地域コーディネーターが、民
間で行っている高齢者向け
サービスや高齢者向け施設の
空室情報等を冊子にまとめ
て、地域包括支援センターや
介護サービス事業所等へ配付
しました。また、冊子の内容
は、ホームページへも掲載
し、情報発信に努めました。

なし なし

生活保護
の適正実
施と自立
支援の促
進

国・県との連携強化に努め、
困窮する市民に必要な保護
の適正実施を継続していき
ます。また、自立支援プログ
ラム等を充実させるなどし、
自立支援体制を整えていき
ます。

保護第
一課、
保護第
二課

自立支援プログラムの一環
として生活保護世帯の自立
を支援するため、平成21年
度より専門員を配置しまし
た。また、平成24年度より
子ども健全育成プログラム
を起ちあげ、社会的居場所
づくりと学習の場を提供
し、高校への進学を促進す
る等、支援体制の充実を図
りました。

B 関係機関と連携強化に努め、
保護の適正実施を行っており
ます。また、「子ども健全育
成支援プログラム」も継続し
て行い、自立支援体制の充実
を図りました。

関係機関との連携強化に努め、
保護の適正実施を継続して行っ
ております。また、「子ども健
全育成支援プログラム」を大幅
に刷新し、自立支援体制の充実
を図りました。

関係機関との連携強化に努
め、保護の適正実施を継続し
て行っております。また、新
たな自立支援プログラムとし
て、「ひきこもり対策自立支
援事業」を立ち上げ、自立支
援体制を充実を図りました。

最後のセーフティネットとし
て、国・ハローワーク・県と
連携し、保護の適正実施を行
いました。
新たな自立支援プログラムと
して、「就労支援員活用自立
支援事業」と「子ども健全育
成支援プログラム」を立ち上
げ体制の充実を図りました。

最後のセーフティネットとし
て、国・ハローワーク・県と
連携し、保護の適正実施を行
いました。
また、２２年度に向けての自
立支援プログラムの構築を行
いました。
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福祉医療
費給付事
業

国・県の医療保険制度等の
動向を見極めながら、重度
心身障がい児（者）、高齢身
体障がい者、乳幼児、ひとり
親家庭等の児童の医療費助
成を継続して実施します。

障がい
福祉課

　重度心身障がい児
（者）、高齢身体障がい
者、乳幼児、ひとり親家庭
等の児童に対し医療費を助
成し、受給者の健康保持と
生活の安定を図りました。
また、子どもたちの健やか
な成長と子どもを生み育て
やすい環境づくりを進める
ため、平成２５年８月から
乳幼児に係る制度を拡充
し、対象を小学生まで拡大
するとともに乳幼児の所得
制限基準額を緩和しまし
た。
　なお、国では、７０歳か
ら７４歳までに対する医療
費の自己負担割合の見直し
を進めており、今後これに
伴う事業費の増加が見込ま
れます。

A 　重度心身障がい児（者）、
高齢身体障がい者、乳幼児、
ひとり親家庭等の児童に対し
医療費を助成し、受給者の健
康保持と生活の安定を図りま
した。また、本年８月から
は、乳幼児に係る制度を小学
生まで拡大するなどの拡充を
実施しました。

重度心身障がい児（者）、高齢
身体障がい者、乳幼児、ひとり
親家庭等の児童に対し医療費を
助成し、受給者の健康保持と生
活の安定を図りました。また、
子どもに対する制度を拡充する
こととし、平成２５年８月から
の実施に向けて準備を進めまし
た。

重度心身障がい児（者）、高
齢身体障がい者、乳幼児、ひ
とり親家庭等の児童に対し医
療費を助成し、受給者の健康
保持と生活の安定を図りまし
た。また、県が平成２４年８
月から実施予定とした子ども
に対する制度拡充について、
本市における施策等を踏まえ
検討を重ねました。

重度心身障がい児（者）、高
齢身体障がい者、乳幼児、ひ
とり親家庭等の児童に対し医
療費を助成し、受給者の健康
保持と生活の安定を図りまし
た。

重度心身障害児（者）、高齢
身体障害者、乳幼児、ひとり
親家庭等の児童に対し医療費
の助成を実施しました。

市民小口
資金の貸
付け

低所得世帯に対し、緊急的
かつ一時的に生計の維持が
困難となった場合に、秋田市
社会福祉協議会が実施主体
となって生活のつなぎ資金を
貸付けします。

地域福
祉推進
室

秋田市社会福祉協議会で
は、一時的に生活に困って
いる方に対して一時的な生
活資金の貸付を行いまし
た。市は秋田市社会福祉協
議会に対して、市民小口資
金の原資の貸付を行いまし
た。生活困窮者などへの一
層の周知が課題です。

※２１～２４年度で、計
1,696人に貸付

B 秋田市社会福祉協議会では、
一時的に生活に困っている方
に対して一時的な生活資金の
貸付を行いました。市は秋田
市社会福祉協議会に対して、
市民小口資金の原資の貸付を
行いました。

秋田市社会福祉協議会では、一
時的に生活に困っている方３２
３名に対して一時的な生活資金
の貸付を行いました。市は秋田
市社会福祉協議会に対して、市
民小口資金の原資の貸付を行い
ました。

秋田市社会福祉協議会では、
一時的に生活に困っている方
３１８名に対して一時的な生
活資金の貸付を行いました。
市は秋田市社会福祉協議会に
対して、市民小口資金の原資
の貸付を行いました。

秋田市社会福祉協議会では、
一時的に生活に困っている方
４８８名に対して一時的な生
活資金の貸付を行いました。
市は秋田市社会福祉協議会に
対して、市民小口資金の原資
の貸付を行いました。

秋田市社会福祉協議会では、
一時的に生活に困っている方
567名に対して一時的な生活
資金の貸付を行いました。市
は秋田市社会福祉協議会に対
して、市民小口資金の原資の
貸付を行いました。
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施策８　情報の提供
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

広報紙等
による情
報の提供

サービスや地域生活に関す
る正しい情報を得られるよ
う、適切な時期に「広報あき
た」に記事を掲載するなど
し、情報の提供に努めます。

福祉保
健部各
課

介護サービスや保険料、福
祉医療費、在宅子育て支援
事業等福祉サービス、地域
福祉、民生委員活動などに
ついて、広報あきたを通し
て、随時、情報を提供しま
した。特に、２４年度から
は、高齢者向けの情報をま
とめた「ふれあいほっと掲
示板」を設け、高齢者向け
情報をわかりやすく提供す
ることに努めました。

A 高齢者、障がい者、子育て情
報方法など、福祉に関する全
体的な情報について、広報あ
きたに記事を掲載し、情報を
提供しました。また、長寿福
祉課では、広報の“ふれあい
ほっと掲示板”を活用した情
報発信のほか、高齢者コイン
バスの年齢引き下げについ
て、複数回広報あきたについ
て、掲載するなど、変更等の
場合は周知の徹底に努めまし
た。

介護サービス、保険料、福祉医療費、
児童手当、保育料助成、高齢者コイン
バス事業、介護支援ボランティア制
度、エイジフレンドリーシティ、災害
時要援護者情報提供など、福祉に関す
る全体的な情報について、年４７回広
報あきたに記事を掲載し、情報を提供
しました。

（障がい福祉課）
障がい者に関する施策、事業等につい
ては、適宜広報に掲載し、周知・ＰＲ
を図りました。
掲載件数：８６件（うち特集１回：タ
イトル「障がい者を支える人たち　”
その人らしさ”をお手伝い(H24.10.19
号）」）

（長寿福祉課）
広報の“ふれあいほっと掲示板”を活
用した情報発信のほか、緊急通報シス
テムなどの高齢者向けサービスや地域
包括支援センターについて掲載するな
ど、高齢者向けのわかりやすい情報提
供に努めました。

おおむね６０歳以上向けの情
報を、まとめてわかりやすく
提供するため、広報あきた
に、新コーナー“ふれあい
ほっと掲示板”を設けるな
ど、介護サービスや保険料、
福祉医療費、すこやか子育て
支援事業、高齢者コインバス
事業、エイジフレンドリーシ
ティについて、年１８回広報
あきたに記事を掲載し、情報
を提供しました。

介護サービスや保険料、福祉
医療費、在宅子育て支援事業
等福祉サービス、災害に備え
た支え合いの地域づくり、民
生委員活動について、年１８
回広報あきたに記事を掲載
し、情報を提供しました。

介護サービスや保険料、福祉
医療費、在宅子育て支援事業
等福祉サービスについて、年
12回広報あきたに記事を掲載
し、情報を提供しました。

小冊子等
による情
報の提供

障がい者、高齢者、子育てそ
れぞれの福祉に関するサー
ビスや施設などを掲載した小
冊子（しおり、パンフレット等）
を発行し、民生委員・児童委
員等の関係機関や、市の公
共施設で希望者に配布する
ことにより情報の提供に努め
ます。

福祉保
健部各
課

「高齢者のためのくらしの
しおり」「障がい者のため
のくらしのしおり」「子育
て情報」等の小冊子を発行
し、秋田市ホームページに
公開するとともに、関係機
関への配布や公共施設の窓
口等で希望者に配布するこ
とで、情報提供に努めまし
た。

A 「高齢者のためのくらしのし
おり」「障がい者のためのく
らしのしおり」「子育て情
報」等の小冊子を発行し、秋
田市ホームページに公開する
とともに、関係機関への配布
や公共施設の窓口等での希望
者への配布を行いました。

「高齢者のためのくらしのしお
り」「障がい者のためのくらし
のしおり」「子育て情報」等の
小冊子を発行し、公共施設の窓
口等で希望者に配付しました。

（障がい福祉課）
「障がい者のためのくらしのし
おり」を発行し、障がい福祉課
の窓口等で手帳交付者関係機関
等への送付および秋田市ＨＰへ
の掲載等により情報提供に努め
ました。等に配付しました。

（長寿福祉課）
「高齢者のためのくらしのしお
り」等の小冊子を発行し、公共
施設の窓口等で希望者に配布し
ました。

「高齢者のためのくらしのし
おり」「障がい者のためのく
らしのしおり」「子育て情
報」等の小冊子を発行し、公
共施設の窓口等で希望者に配
付しました。

「高齢者のためのくらしのし
おり」「障がい者のためのく
らしのしおり」「子育て情
報」等の小冊子を発行し、公
共施設の窓口等で希望者に配
付しました。

「高齢者のためのくらしのし
おり」「障がい者のためのく
らしのしおり」「子育て情
報」等の小冊子を発行し、公
共施設の窓口等で希望者に配
付しました。
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その他の
情報の提
供

マスメディアやＩＴの活用等に
より広く市民に情報提供する
ほか、福祉サービスの情報
を必要としている人が情報を
得やすいよう、アクセシビリ
ティに配慮した情報提供の
実施を検討します。

福祉保
健部各
課

秋田市災害時要援護者の避
難支援プランなどの重点事
業や高齢者向け、障がい者
向けの事業について、市
ホームページへ掲載したほ
か、地域福祉活動の担い手
である民生児童委員協議
会、町内会、自主防災組織
や地区社会福祉協議会を対
象とした説明会等の周知を
図り、地域で福祉サービス
を必要としている人へ情報
が伝わりやすくなるよう努
めました。また、視覚障が
い者向けの点字広報や声の
広報により、福祉サービス
や災害に係る情報提供に努
めました。

B 秋田市災害時要援護者の避難支援
プランや、秋田市災害対策基本条
例に基づく要援護者把握用リスト
の地区への配布等について、市
ホームページへ掲載したほか、地
域福祉活動の担い手である民生児
童委員協議会、町内会、自主防災
組織や地区社会福祉協議会を対象
とした説明会等の周知を図り、地
域で福祉サービスを必要としてい
る人へ情報が伝わりやすくなるよ
う努めました。

(障がい福祉課）
視覚障がい者向けに、点字広報お
よび声の広報を発行し、福祉サー
ビスや健康および災害にかかる情
報提供に努めました。

（長寿福祉課）
高齢者向けに実施している事業に
ついて、民生児童委員協議会の理
事会・各地区定例会や地区社会福
祉協議会の研修会などで説明、周
知を図り、地域で福祉サービスを
必要としている人へ情報が伝わり
やすくなるよう努めました。

秋田市災害時要援護者の避難支援プラ
ンや、秋田市災害対策基本条例に基づ
く要援護者把握用リストの地区への配
付等について、市ホームページへ掲載
したほか、地域福祉活動の担い手であ
る民生児童委員協議会、町内会、自主
防災組織や地区社会福祉協議会を対象
とした説明会等の開催時にパワーポイ
ント等による説明、周知を図り、地域
で福祉サービスを必要としている人へ
情報が伝わりやすくなるよう努めまし
た。

(障がい福祉課）
視覚障がい者向けに、点字広報および
声の広報を発行し、福祉サービスや健
康および災害にかかる情報提供に努め
ました。

（長寿福祉課）
高齢者向けに実施している事業につい
て、民生児童委員協議会の理事会・各
地区定例会や地区社会福祉協議会の研
修会などで説明、周知を図り、地域で
福祉サービスを必要としている人へ情
報が伝わりやすくなるよう努めまし
た。

秋田市災害時要援護者の避難
支援プラン等について、市
ホームページへ掲載したほ
か、地域福祉活動の担い手で
ある民生児童委員協議会の理
事会・各地区定例会や地区社
会福祉協議会の研修会などで
説明、周知を図り、地域で福
祉サービスを必要としている
人へ情報が伝わりやすくなる
よう努めました。

秋田市災害時要援護者の避難
支援プラン等について、市
ホームページへ掲載したほ
か、地域福祉活動の担い手で
ある民生児童委員協議会の各
地区定例会や地区社会福祉協
議会の研修会などで説明、周
知を図り、地域で福祉サービ
スを必要としている人へ情報
が伝わりやすくなるよう努め
ました。

第２次秋田市地域福祉計画や
地域福祉活動について、市
ホームページへ掲載したほ
か、地域福祉活動の担い手で
ある民生児童委員協議会の各
地区定例会や地区社会福祉協
議会の研修会などで説明、周
知を図り、地域で福祉サービ
スを必要としている人へ情報
が伝わりやすくなるよう努め
ました。
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施策９　相談体制の充実
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

ふれあい
福祉相談
センター

秋田市社会福祉協議会のふ
れあい福祉相談センターに
おいて、様々な相談に対応
し、日常生活の悩みや心配
ごとの解消を図っていきま
す。

地域福
祉推進
室

秋田市社会福祉協議会のふ
れあい福祉相談センターで
は、法律相談を含めた、各
種相談に応じ、相談者の日
常生活の悩みや心配ごとの
解消に努めました。幅広い
相談の受け皿となるため、
相談窓口を一層周知してい
くことが課題です。

B 秋田市社会福祉協議会のふれ
あい福祉相談センターでは、
各種相談に努め、相談者の日
常生活の悩みや心配ごとの解
消に努めました。

秋田市社会福祉協議会のふれあ
い福祉相談センターでは、１，
１５７件の各種相談、６８件の
法律相談に応じたほか、河辺地
区出張ふれあい福祉相談を実施
し、２件の相談に対応し、相談
者の日常生活の悩みや心配ごと
の解消に努めました。

秋田市社会福祉協議会のふれ
あい福祉相談センターでは、
１，１４８件の各種相談、６
０件の法律相談に応じたほ
か、河辺・雄和地区出張ふれ
あい福祉相談を実施し、６件
の相談に対応し、相談者の日
常生活の悩みや心配ごとの解
消に努めました。

秋田市社会福祉協議会のふれ
あい福祉相談センターでは、
70件の相談に対応したほか、
河辺・雄和地区出張ふれあい
福祉相談を実施し、1件の相
談に対応し、相談者の日常生
活の悩みや心配ごとの解消に
努めました。

秋田市社会福祉協議会のふれ
あい福祉相談センターでは、
71件の相談に対応したほか、
河辺・雄和地区出張ふれあい
福祉相談を実施し、3件の相
談に対応し、相談者の日常生
活の悩みや心配ごとの解消に
努めました。

相談活動
の充実

職員の資質向上を図り、相
談体制を強化していきます。

福祉保
健部各
課

職員の資質向上を図るた
め、部や課の状況に応じ、
各部、各課ごとに職員研修
を実施し、職員の資質向上
を図りました。また、障害
者虐待防止法施行に伴い、
２４年度から障がい福祉課
内に「秋田市障がい者虐待
防止センター」を設置し、
障がい者虐待の通報・届出
の受付および相談業務を開
始しました。

B 職員の資質向上を図るため、
部や課の状況に応じ、各部、
各課ごとに職員研修を実施
し、職員の資質向上を図りま
した。主に新しく配属された
職員を対象に「認知症サポー
ター講座」窓口業務に関する
研修を実施し、職員の資質向
上を図りました。

職員の資質向上を図るため、部
や課の状況に応じ、各部、各課
ごとに職員研修を実施し、職員
の資質向上を図りました。
主に新しく配属された職員を対
象に窓口業務に関する研修を実
施し、職員の資質向上を図りま
した。また、平成24年10月１日
に障害者虐待防止法が施行され
たことに伴い、障がい福祉課内
に「秋田市障がい者虐待防止セ
ンター」を設置し、障がい者虐
待の通報・届出の受付および相
談業務を開始しました。

職員の資質向上を図るため、
部や課の状況に応じ、各部、
各課ごとに職員研修を実施
し、職員の資質向上を図りま
した。

職員の資質向上を図るため、
部や課の状況に応じ、各部、
各課ごとに職員研修を実施
し、職員の資質向上を図りま
した。

職員の資質向上を図るため、
部や課の状況に応じ、各部、
各課ごとに職員研修を実施
し、職員の資質向上を図りま
した。

各種相談
窓口のＰＲ

支援を必要とする市民が身
近なところで気軽に相談でき
るよう、行政機関や社会福祉
協議会、民生委員・児童委員
などの相談窓口の周知を図
ります。

福祉保
健部各
課

民生委員・児童委員や地域
包括支援センター、障がい
者虐待防止センターなどの
相談窓口を広報あきたで紹
介したほか、「高齢者のた
めのくらしのしおり」、
「障がい者のためのくらし
のしおり」、「子育て情
報」などに、相談窓口等を
掲載し、相談窓口の周知を
図りました。支援を必要と
する市民が身近なところで
気軽に相談できるよう、一
層の周知が必要です。

B ５月の民生委員・児童委員の
日に合わせ、民生委員活動を
広報あきたで紹介したほか、
「高齢者のためのくらしのし
おり」、「障がい者のための
くらしのしおり」、「子育て
情報」などに、相談窓口等を
掲載し、相談窓口の周知を図
りました。また、平成２５年
４月から、地域包括支援セン
ターを増設しました。

５月の民生委員・児童委員の日に合わ
せ、民生委員活動を広報あきたで紹介し
たほか、「高齢者のためのくらしのしお
り」、「障がい者のためのくらしのしお
り」、「子育て情報」などに、相談窓口
等を掲載しました。また、ひとり暮らし
高齢者等向けのリーフレットを民生委員
や地区社会福祉協議会、町内会連合会等
を通じて地域の高齢者に配布、相談窓口
の周知を図りました。

(障がい福祉課）「障がい者のためのくら
しのしおり」に各種相談窓口等を掲載し
ました。当課ホームページにおいて委託
相談支援事業所の情報を掲載し、周知を
図りました。　平成24年10月１日に障害
者虐待防止法が施行されたことに伴い、
障がい者虐待の通報・届出および相談先
である「秋田市障がい者虐待防止セン
ター」の連絡先をリーフレット「みんな
で防ごう障がい者虐待」に掲載し、民生
委員、地域包括支援センターの他、市内
の障害福祉施設に配付しました。

(長寿福祉課）地域における高齢者の総合
相談窓口として設置している地域包括支
援センターについて、広報を通じて業務
内容の周知に努めました。

民生委員・児童委員の日に合
わせ、民生委員活動を広報あ
きたで紹介したり、「高齢者
のためのくらしのしおり」、
「障がい者のためのくらしの
しおり」、「子育て情報」な
どに、相談窓口等を掲載しま
した。また、ひとり暮らし高
齢者等向けのリーフレットを
民生委員や地区社会福祉協議
会、町内会連合会等を通じて
地域の高齢者に配布、相談窓
口の周知を図りました。

民生委員・児童委員の一斉改
選に伴い、新規民生委員を広
報あきたで紹介したり、「高
齢者のためのくらしのしお
り」、「障がい者のためのく
らしのしおり」、「子育て情
報」などに、相談窓口等を掲
載しました。また、ひとり暮
らし高齢者等向けのリーフ
レットを作成し、民生委員や
地区社会福祉協議会、町内会
連合会等を通じて地域の高齢
者に配布、相談窓口の周知を
図りました。

ひとり暮らし高齢者等が地域
で安心して暮らせるための取
組についてを紹介するリーフ
レットに、相談窓口等を掲載
しました。
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各種相談
機関等と
の連携

各種相談機関等と情報交換
や情報の共有化などにより、
地域で受けた相談が確実に
支援に結びつくよう相談機関
等の連携体制の強化を図り
ます。

福祉保
健部各
課

地区社協、地区民児協、連合町
内会等の地域福祉の担い手の連
携強化のため、地域福祉推進関
係者連絡会を開催しました。ま
た、秋田市障がい者総合支援協
議会の各部会で、障がい児
（者）への支援体制に関する課
題について情報を共有しまし
た。さらに、地域包括ケア会議
において、地域包括支援セン
ターを中心とする地域の保健・
医療・福祉・介護関係者間の
ネットワークとの連携を強化
し、地域ケア体制の構築を推進
しました。これらにより、地域
で受けた相談が確実に支援に結
びつくよう、地域で受けた相談
が確実に支援に結びつくよう相
談機関等の連携体制の強化を図
りました。福祉課題が複雑化す
る中、一層の連携が必要となっ
ています。

B 地域で受けた相談が確実に支援に
結びつくよう、地域福祉の担い手
である地区社協、地区民児協、連
合町内会等の連携強化を図るた
め、地域福祉推進関係者連絡会を
開催します。

（障がい福祉課）
障がい児（者）の支援の体制の整
備を図ることを目的に設置されて
いる障がい者総合支援協議会と具
体的な協議を行う場である同協議
会各部会を開催し、障がい児
（者）への支援体制に関する課題
について情報を共有し、関係機関
等の連携の緊密化を図りました。

(長寿福祉課）
地域包括ケア会議設置により、地
域包括支援センターを中心とする
地域の保健・医療・福祉・介護関
係者間のネットワークとの連携を
強化し、地域ケア体制の構築を推
進しました。

地域で受けた相談が確実に支援に結び
つくよう、地域福祉の担い手である地
区社協、地区民児協、連合町内会等の
連携強化を図るため、地域福祉推進関
係者連絡会を開催しました。

（障がい福祉課）
障がい児（者）の支援の体制の整備を
図ることを目的に設置されている地域
自立支援協議会と具体的な協議を行う
場である地域自立支援協議会相談支援
部会を開催し、障がい児（者）への支
援体制に関する課題について情報を共
有し、関係機関等の連携の緊密化を図
りました。

(長寿福祉課）
地域包括ケア会議設置により、地域包
括支援センターを中心とする地域の保
健・医療・福祉・介護関係者間のネッ
トワークとの連携を強化し、地域ケア
体制の構築を推進しました。

地域で受けた相談が確実に支
援に結びつくよう、地域福祉
の担い手である地区社協、地
区民児協、連合町内会等の連
携強化を図るため、地域福祉
推進関係者連絡会を開催しま
した。また、各地区に地域包
括ケア会議を設置し、地域包
括支援センター基幹型に地域
コーディネータを配置するな
どにより、地域の保健・医
療・福祉・介護関係者間の
ネットワークとの連携を強化
し、地域ケア体制の構築を推
進しました。

地域で受けた相談が確実に支
援に結びつくよう、地域福祉
の担い手である地区社協、地
区民児協、連合町内会等の連
携強化を図りました。また、
各地区に地域包括ケア会議を
設置し、地域包括支援セン
ター基幹型に地域コーディ
ネータを配置するなどによ
り、地域の保健・医療・福
祉・介護関係者間のネット
ワークとの連携を強化し、地
域ケア体制の構築を推進しま
した。

潜在化し
ている
ニーズの
把握

福祉の分野別実施計画の施
策のすきまにある福祉課題
や地域福祉の喫緊の課題に
対応していくため、表面化し
た要望・意見だけではなく、
潜在化しているニーズの把
握に努めます。

地域福
祉推進
室

各地区民生児童委員協議会
の定例会、地域包括支援セ
ンター・ケアマネ等の研修
会、障がい者保護者の会、
障がい者相談員研修会や地
域福祉推進関係者連絡会な
どでの意見交換により、日
ごろの活動から課題と思わ
れること等を把握する機会
の確保に努めました。一層
の機会確保により、潜在化
されたニーズの把握が必要
です。

B 概ね小学校区単位の各地区民
生児童委員協議会の定例会や
地域包括支援センター・在宅
介護支援センター連絡協議会
などに参加し、日ごろの活動
から課題と思われること等を
把握する機会の確保に努めま
した。

概ね小学校区単位の各地区民生
児童委員協議会の定例会やケア
マネージャー研修会、障害者相
談員研修会などに参加し、日ご
ろの活動から課題と思われるこ
と等を把握する機会の確保に努
めました。

概ね小学校区単位の各地区民
生児童委員協議会の定例会や
ケアマネージャー研修会、障
害者相談員研修会などに参加
し、日ごろの活動から課題と
思われること等を把握する機
会の確保に努めました。

概ね小学校区単位の各地区民
生児童委員協議会の定例会に
参加し、日ごろの活動から課
題と思われること等を把握す
る機会の確保に努めました。
また、地域福祉推進関係者連
絡会を開催し、地域の課題等
についての意見交換を行い、
ニーズの把握に努めました。

概ね小学校区単位の各地区民
生児童委員協議会の定例会に
参加し、日ごろの活動から課
題と思われること等を把握す
る機会の確保に努めました。
また、地域福祉推進関係者連
絡会を開催、地域の課題等に
ついての意見交換を行い、
ニーズの把握に努めました。

19／29



施策１０　サービス利用の支援
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

民生委員・
児童委員
による個
別援助活
動

住民のあらゆる福祉ニーズ
を日常的に把握し、自立した
日常生活を営むことができる
ように生活に関する相談に
応じ、福祉サービスを適切に
利用するために必要な情報
の提供その他の援助を行う
とともに、行政等に必要な対
応を促すパイプ役となりま
す。

地域福
祉推進
室

民生委員・児童委員は、そ
れぞれの地域において、
様々な相談に応じたほか、
ひとり暮らし高齢者等への
訪問、連絡活動等を行いま
した。
また、市では、民生委員に
対し、各種資料を提供する
とともに、各種研修会を開
催するなど、民生児童委員
協議会と連携して、民生委
員・児童委員の活動を支援
しました。民生委員の一斉
改選等を踏まえ、民生委員
の役割や地域との連携など
一層の活動支援が必要で
す。

B 民生委員・児童委員は、それ
ぞれの地域において、様々な
相談に応じたほか、ひとり暮
らし高齢者等への訪問、連絡
活動等を行いました。
また、市では、民生委員に対
し、各種資料を提供するとと
もに、各種研修会を開催する
など、民生児童委員協議会と
連携して、民生委員・児童委
員の活動を支援しました。

民生委員・児童委員は、それぞ
れの地域において、１６，５５
２件の相談に応じたほか、ひと
り暮らし高齢者等への訪問、連
絡活動等を行いました。
また、市では、民生委員に対
し、各種資料を提供するととも
に、市民生児童委員会との共催
による合同研修会など各種研修
会を開催するなど、民生児童委
員協議会と連携して、民生委
員・児童委員の活動を支援しま
した。

民生委員・児童委員は、それ
ぞれの地域において、１７，
６１６件の相談に応じたほ
か、ひとり暮らし高齢者等へ
の訪問、連絡活動等を行いま
した。
また、市では、民生委員に対
し、各種資料を提供するとと
もに、個人情報の保護につい
てなどを学ぶ研修会を開催す
るなどし、民生児童委員協議
会と連携して、民生委員・児
童委員の活動を支援しまし
た。

民生委員・児童委員は、それ
ぞれの地域において、２０，
３４８件の相談に応じたほ
か、ひとり暮らし高齢者等へ
の訪問、連絡活動等を行いま
した。
また、市では、一斉改選によ
る新任民生委員に対し、各種
資料を提供するとともに相
談・支援業務のポイントなど
を学ぶ研修会を開催するなど
し、民生児童委員協議会と連
携して、民生委員・児童委員
の活動を支援しました。

705人（定数）の民生委員・
児童委員がそれぞれの地域に
おいて、19,481件の相談に応
じたほか、ひとり暮らし高齢
者等への訪問、連絡活動等を
行いました。
市は民生児童委員協議会と連
携し、民生委員・児童委員の
活動を支援しました。

成年後見
制度利用
支援事業

成年後見制度を周知し、利
用促進に努めます。また、地
域包括支援センター、相談支
援事業所等の相談関係機関
が連携して相談等に応じ、必
要が生じた場合は、市長申
立の手続等適切に対応して
いきます。

長寿福
祉課、
障がい
福祉課

（長寿福祉課）
地域包括支援センターと連
携し、制度の周知、利用促
進に努めました。費用助成
については平成２４年度か
ら市長申立て以外のケース
についても事業対象を拡大
しております。

（障がい福祉課）
成年後見に関する市長申立
ての手続を行ったほか、市
長申立て以外のケースにつ
いても事業対象を拡大し、
費用の助成を行いました。
また相談関係機関において
は、成年後見に関する相談
に応じたり、申立手続の支
援を行いました。

B （長寿福祉課）
成年後見に関する市民や関係
機関からの相談に対応したほ
か、市長申立を１件、報酬助
成を１件実施しました。引き
続き、市長申立ての実施、各
相談関係機関における成年後
見に関する相談の受付、事業
の周知を実施します。

(障がい福祉課）
成年後見に関する相談に応じ
ました。

(長寿福祉課）
２４年度は成年後見に関する市
長申立の申請が２件ありまし
た。市長申立の申請件数は増加
してきており、今後も適切に対
応してまいります。

(障がい福祉課）
成年後見に関する市長申立ての
手続を行ったほか、市長申立て
以外のケースについても事業対
象を拡大し、費用の助成を行い
ました。また相談関係機関にお
いては、成年後見に関する相談
に応じたり、申立手続の支援を
行いました。

２３年度は成年後見に関する
市長申立の申請がありません
でしたが、各相談窓口におい
ては、成年後見に関する相談
に応じており、今後も成年後
見に関する市長申立を行う際
には適切に事業を実施してま
いります。

地域包括支援センターが実施
する権利擁護事業において、
任意後見・法定後見の相談に
応じ、平成２２年度は３件の
法定後見市長申立てにつなげ
ました。また、後見人等への
報酬助成を２件実施しまし
た。

地域包括支援センターが実施
する権利擁護事業において、
任意後見・法定後見の相談に
応じ、平成21年度は７件の法
定後見市長申立てにつなげま
した。また、秋田県・秋田弁
護士会・地域包括支援セン
ター主催の研修会において、
社会福祉士、ケアマネジャー
等を対象に、市長申立ての手
続き、状況等について説明、
報告を行いました。
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社会福祉
法人の監
査指導等

法人・事業所等に対する指
導監査等の結果の公表を進
めるとともに、利用者が安心
して、かつ利用者の立場に
立った質の高いサービスを
受けることができるよう、指
導監査等を実施します。

監査指
導室

　社会福祉法人および社会福祉
施設等については、児童福祉に
関する専門知識を有する再任用
職員を１名配置したほか、会計
経理の専門家である税理士１名
を嘱託職員として任用するな
ど、組織体制の充実を図りなが
ら、適切な指導監査の実施に努
めました。
　また、前年度の指摘事項やそ
の改善状況を市のホームページ
で公表するとともに、各法人の
代表者等を対象とした研修会を
開催するなど、福祉サ－ビスの
質の向上に取り組みました。
　なお、障害福祉サービス事業
所および介護サービス事業所へ
の集団指導・実地指導について
は、県からの権限委譲に伴い対
象件数が大幅に増加したことか
ら、担当課とのさらなる連携強
化や役割分担の明確化等によ
り、これまで以上に効果的・効
率的に実施することが課題と
なっております。

B 　社会福祉法人等に対する指
導監査については、平成２３
年度から、児童福祉に関する
専門知識を有する再任用職員
を１人配置したほか、会計・
経理の専門家として税理士を
嘱託職員に任用するなど、監
査体制の充実を図っていると
ころであります。
　こうした中、平成２５年度
上半期は、児童福祉施設を主
な対象として、子ども未来部
の担当課の職員とともに指導
監査を実施しました。
　今後とも、関係各課とのさ
らなる連携強化を図りなが
ら、引き続き、社会福祉法人
等の適正運営の確保と不祥事
等の未然防止に努めてまいり
ます。

   社会福祉法人および社会福祉
施設等については、児童福祉に
関する専門知識を有する再任用
職員を１名配置したほか、会計
経理の専門家である税理士１名
を嘱託職員として任用するなど
体制の充実を図りながら、適切
な指導監査の実施に努めまし
た。
　また、権限委譲に伴い対象件
数が大幅に増加した障害福祉
サービス事業所および介護サー
ビス事業所については、担当課
とのさらなる連携を図りなが
ら、集団指導や実地指導等の指
導監督を実施しました。

適正な社会福祉法人・社会福
祉施設等の運営を図るため、
会計経理の専門家の任用およ
び関係課との連携により、指
導監督体制を強化しました。
また、指摘事項やその改善状
況を公表するなど、福祉サー
ビスの質の向上を図りまし
た。

適正な社会福祉法人・社会福
祉施設等の運営を図るため、
関係課と連携し指導監査を強
化しました。また、指摘事項
やその改善状況を公表するこ
とにより、福祉サ－ビスの質
の向上を図りました。

前年度に実施した監査の指導
事項の公表（件数および内
容）や社会福祉法人の職員等
を対象とした研修会を開催す
るなどにより、社会福祉施設
等の適正な運営がおおむね確
保されました。
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基本目標４　日常生活の場としての福祉のまちづくり
施策１１　安心できるまちづくり
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

自主防災
組織の育
成強化

今後も引き続き防災資機材
の助成を行うとともに、訓練
や研修会の開催等を通じ
て、自主防災組織の結成促
進と育成強化に努めます。

防災安
全対策
課

新たに結成された自主防災
組織に対して防災資機材の
助成を行い、また、防災意
識の高揚と啓発を目的に、
未組織町内会を含め自主防
災リーダー研修会を毎年４
回実施したほか、地域にお
ける訓練や講習会に職員を
派遣し、自主防災組織の結
成促進と育成強化に努め、
町内会単位の結成率は69%に
達しました。
　なお未結成の町内会に対
する結成促進が課題となっ
ています。

B 防災意識の高揚と啓発を目的
に、未組織町内会を含め自主
防災リーダー研修会を実施し
たほか、地域における訓練や
講習会に職員を派遣し、自主
防災組織の結成促進と育成強
化に努めました。
　また防災訓練等の活動実績
のある連合町内会等にも連合
町内会等を主体とした自主防
災組織の設立の働きかけを行
いました。

防災資機材の助成を１５組織に
行い、また、防災意識の高揚と
啓発を目的に、未組織町内会を
含め自主防災リーダー研修会を
４回実施しました。また地域に
おける訓練や講習会に職員を派
遣し、自主防災組織の結成促進
と育成強化に努めました。

防災資機材の助成を１３組織
に行い、また、防災意識の高
揚と啓発を目的に、未組織町
内会を含め自主防災リーダー
研修会を４回実施しました。
また地域における訓練や講習
会に職員を派遣し、自主防災
組織の結成促進と育成強化に
努めました。

防災資機材の助成を１８組織
に行い、また、防災意識の高
揚と啓発を目的に、未組織町
内会を含め自主防災リーダー
研修会を４回実施しました。
また地域における訓練や講習
会に職員を派遣し、自主防災
組織の結成促進と育成強化に
努めました。

防災資機材の助成を17組織に
行い、また、防災意識の高揚
と啓発を目的に、誰でも参加
できる自主防災リーダー研修
会を４回実施しました。また
地域における訓練や講習会に
職員を派遣し、自主防災組織
の結成促進と育成強化に努め
ました。

要援護者
の災害時
避難支援

避難支援プランを策定し、災
害時に避難支援が必要な高
齢者や障がい者等を地域全
体で支援する体制を整備し
ます。

地域福
祉推進
室

「秋田市災害時要援護者の
避難支援プラン」を平成２
１年度に策定し、それに基
づき「避難支援対象者名
簿」を地区の町内会長等に
配布しました。また、各地
区で説明会を開催し、モデ
ル地区での名簿活用の取組
を広めました。さらに、
「災害対策基本条例」に基
づく、情報提供を行うなど
の支援により、地域におけ
る要援護者の支援体制整備
を進めました。
　なお、全地区での説明会
開催と地域の取組支援、名
簿登録への不同意者や集合
住宅等町内会未加入者への
支援が課題となっていま
す。

Ｂ 「秋田市災害時要援護者の避
難支援プラン」に基づく避難
支援対象者名簿や個別避難支
援プランに加え、秋田市災害
対策基本条例による地域への
要援護者把握用リストの取組
を市内全地区で実施するた
め、地域福祉推進関係者連絡
会や民生委員、町内会長およ
び自主防災組織隊長を対象と
した地区ごとの説明会を実施
し、配布･協力を依頼すると
ともに、地区での避難支援の
取組を支援しました。

「秋田市災害時要援護者の避難
支援プラン」に基づく避難支援
対象者名簿や個別避難支援プラ
ンに加え、秋田市災害対策基本
条例による地域への要援護者リ
ストの取組を市内すべての地区
で実施するため、地域福祉推進
関係者連絡会や民生委員、町内
会長および自主防災組織隊長を
対象とした説明会を２２地区で
実施し、配布、協力を依頼する
とともに、地区での取組を支援
しました。

「秋田市災害時要援護者の避
難支援プラン」に基づき、避
難支援対象者名簿を作成し、
民生委員、町内会長および自
主防災組織隊長に配布、協力
を依頼しました。
また、モデル地区における取
組を市内すべての地区に広げ
るため、１２地区において、
地区説明会を開催し、個別避
難支援プランの作成など地区
の取組を支援しました。

「秋田市災害時要援護者の避
難支援プラン」に基づき、避
難支援対象者名簿を作成し、
民生委員、町内会長および自
主防災組織隊長に配布、協力
を依頼しました。
また、モデル地区（新屋、下
新城、外旭川）において「避
難支援対象者名簿活用の手引
き」を配布し、個別避難支援
プランの作成など地区の取組
を支援しました。

第２次秋田市地域福祉計画の
重点事業として、平常時にお
ける地域の要援護者の実態把
握と、災害時に高齢者や障害
者等が安全に避難できるよ
う、情報伝達および避難誘導
など支援活動を進めていくた
めの基本的な考え方として、
「秋田市災害時要援護者の避
難支援プラン」を策定しまし
た。
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地域にお
ける除排
雪体制の
構築

高齢者や障がい者等が安心
して冬期間を過ごすことがで
きるよう、今後も市民主体の
除排雪活動の必要性をＰＲ
し、地域の助け合い・支え合
いによる除排雪体制を構築
するとともに、機械貸出制度
を継続拡大していきます。

道路維
持課

・市民協働の必要性につい
ては、毎年度道路除排雪の
基本計画書を町内会長へ送
付し、ハンドガイド式除雪
機の貸し出し可能台数であ
る１２台のうちほぼ全台数
を毎年貸出していることか
ら、一定の成果を得たと考
えられます。
・２５年度に燃料支給や小
規模堆雪場の確保といった
新たな制度を設けたことか
ら、その状況を確認・精査
し、継続して地域の助け合
い・支え合いによる除排雪
体制の構築に努めることが
必要です。

B これまでの道路除排雪の基本
計画を見直し、新たなゆき総
合対策基本計画の策定に取り
組み、これまでのハンドガイ
ド式除雪機の貸し出し等に加
え、個人所有の小型除雪機へ
の燃料支給や、住宅街の空き
地を住民のための小規模堆雪
場として利用した場合の固定
資産税減免制度を設け、地域
住民による除排雪を支援する
ため新たな制度を設けること
にしました。

市民協働の必要性を記載した道
路除排雪の基本計画書を町内会
長に送付するとともに、ホーム
ページにも掲載するなど、市民
が主体となった除排雪の必要性
をＰＲしました。
また、ハンドガイド式小型除雪
機12台を町内会等に貸し出し、
地域の除排雪作業の支援を行う
ことで、市民協働の除排雪体制
を推進しました。

市民協働の必要性を記載した
道路除排雪の基本計画書を町
内会長に送付するとともに、
ホームページにも掲載するな
ど、市民が主体となった除排
雪の必要性をＰＲしました。
また、ハンドガイド式小型除
雪機等１２台を町内会等に貸
し出し、地域の除排雪作業の
支援を行うことで、市民協働
の除排雪体制を推進しまし
た。

市民協働の必要性を記載した
道路除排雪の基本計画書を町
内会長に送付するとともに、
ホームページにも掲載するな
ど、市民が主体となった除排
雪の必要性をPRしました。
また、秋田市道路除排雪活動
支援小型除雪機械貸付要綱を
新たに制定し、ハンドガイド
式小型除雪機１１台を町内会
等に貸し出し、地域の除排雪
作業の支援を行うことで、市
民協働の除排雪体制を推進し
ました。

市民協働の必要性を記載した
道路除排雪の基本計画書を町
内会長に送付するとともに、
ホームページにも掲載するな
ど、市民が主体となった除排
雪の必要性をPRしました。
また、ハンドガイド式小型除
雪機12台を町内会等に貸し出
し、地域の除排雪作業を支援
し、市民協働の除排雪体制を
推進しました。
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消費者啓
発

判断能力の低下や情報を得
る機会の減少により被害に
遭いやすい高齢者の消費者
トラブルを防ぐため、老人クラ
ブ、民生委員、地域包括支
援センター、連合婦人会など
を対象に高齢者向け「消費
生活出前講座」を継続実施し
ます。また、「広報あきた」等
を活用し、消費者トラブル最
新情報の発信に努めます。

市民相
談セン
ター

判断能力の低下や情報を得
る機会の減少により被害に
遭いやすい高齢者の消費者
トラブルを防ぐため、老人
クラブ、民生委員、地域包
括支援センター、消費者団
体などを対象に「消費生活
出前講座」を継続実施しま
した。また、「広報あき
た」等を活用し、消費者ト
ラブル最新情報の迅速な発
信に努めました。

A 判断能力の低下や情報を得る
機会の減少により被害に遭い
やすい高齢者の消費者トラブ
ルを防ぐため、老人クラブ、
民生委員、地域包括支援セン
ター、消費者団体などを対象
に「消費生活出前講座」を継
続実施しました。また、「広
報あきた」等を活用し、消費
者トラブル最新情報の迅速な
発信に努めました。

判断能力の低下や情報を得る機
会の減少により被害に遭いやす
い高齢者の消費者トラブルを防
ぐため、老人クラブ、民生委
員、地域包括支援センター、連
合婦人会などを対象に高齢者向
け「消費生活出前講座」を継続
実施しました。また、「広報あ
きた」等を活用し、消費者トラ
ブル最新情報の発信に努めまし
た。

判断能力の低下や情報を得る
機会の減少により被害に遭い
やすい高齢者の消費者トラブ
ルを防ぐため、老人クラブ、
民生委員、地域包括支援セン
ター、連合婦人会などを対象
に高齢者向け「消費生活出前
講座」を実施しました。ま
た、「広報あきた」等を活用
し、消費者トラブル最新情報
の発信に努めました。

老人クラブ、民生委員、地域
包括支援センター、連合婦人
会などを対象に高齢者向け
「消費生活出前講座」を実施
し、啓発に努めました。
また、全戸配布のフリーペー
パーに消費者トラブル啓発広
告を掲載するなど、情報提供
に努めました。

老人クラブ、民生委員、地域
包括支援センター、連合婦人
会などを対象に高齢者向け
「消費生活出前講座」を実施
し、啓発に努めました。
また、広報あきた等を活用し
て消費者トラブルの情報提供
を行ったほか、消費者セン
ターの案内パンフレットを全
戸配布し啓発に努めました。

交通安全
対策

交通弱者である子どもと高齢
者の交通事故防止に重点を
置き、就学前の全ての子ども
を対象とした幼児交通安全
教室や高齢者交通安全教室
をさらに効果的に行うととも
に、特に幼児については新
たな教育の場の拡大に努め
ます。また、交通安全活動団
体に対する積極的な支援を
行い、各団体と連携を図りな
がら、交通安全活動を効果
的に展開します。

交通政
策課

幼稚園・保育所等で交通安
全教室を開催したほか、在
宅親子を対象に育児講座(出
前保育)の一部で交通安全指
導を行いました。小学生に
は、長期休業中を主に、児
童館・児童センター等で交
通安全指導を実施しまし
た。
高齢者に対しては、老人ク
ラブや高齢者学級へ出向
き、交通安全教室を開催し
たほか、高齢者の集う機会
（市民スポーツ祭、健康教
室等）を捉え、交通安全指
導を実施しました。
また、交通安全団体へ積極
的な支援を行い、各団体と
連携を図りながら交通安全
活動を推進しました。

A 幼稚園・保育所等で交通安全
教室を開催し、小学生には、
長期休業中を主に、児童館・
児童センター等で交通安全指
導を実施しました。
高齢者に対しては、老人クラ
ブや高齢者学級へ出向き、交
通安全教室を開催したほか、
高齢者の集う機会（市民ス
ポーツ祭、健康教室等）を捉
え、交通安全指導を実施しま
した。
また、交通安全団体へ積極的
な支援を行い、各団体と連携
を図りながら交通安全活動を
推進しました。

幼稚園・保育所等で交通安全教
室を開催したほか、在宅親子を
対象に育児講座(出前保育)の一
部で交通安全指導を行いまし
た。小学生には、長期休業中を
主に、児童館・児童センター等
で交通安全指導を実施しまし
た。
高齢者に対しては、老人クラブ
や高齢者学級へ出向き、交通安
全教室を開催したほか、高齢者
の集う機会（スポーツリーダー
研修会、健康教室等）を捉え、
交通安全指導を実施しました。
また、交通安全団体へ積極的な
支援を行い、各団体と連携を図
りながら交通安全活動を推進し
ました。

幼稚園・保育所等で交通安全
教室を開催したほか、在宅親
子を対象に育児講座(出前保
育)の一部で交通安全指導を
行いました。小学生には、長
期休業中を主に、児童館・児
童センター等で交通安全指導
を実施しました。
高齢者に対しては、老人クラ
ブや高齢者学級へ出向き、交
通安全教室を開催したほか、
高齢者の集う機会（スポーツ
リーダー研修会、健康教室
等）を捉え、交通安全指導を
実施しました。
また、交通安全団体へ積極的
な支援を行い、各団体と連携
を図りながら交通安全活動を
推進しました。

幼稚園・保育所を対象とした
交通安全教室のほか、子育て
中の親子を対象とした交通安
全教室や老人クラブを対象と
した高齢者交通安全教室を開
催するとともに、交通安全活
動団体に対する積極的な支援
を行い、各団体と連携を図り
ながら、交通安全の啓発活動
に努めました。

幼稚園・保育所を対象とした
交通安全教室のほか、子育て
中の親子を対象とした交通安
全教室や老人クラブを対象と
した高齢者交通安全教室を開
催するとともに、交通安全活
動団体に対する積極的な支援
を行い、各団体と連携を図り
ながら、交通安全の啓発活動
に努めました。

応急手当
の普及、
救急救命
体制の整
備

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の使用方法を含めた救命講
習会の充実に努め、市民と
一体となった救急救命活動
を実践するとともに、認定救
急救命士を養成するなど、よ
り高度な救命処置を可能に
し、救急救命体制を強化しま
す。また、ひとり暮らし高齢者
や高齢者夫婦世帯の緊急時
の対応等について啓発に努
めます。

消防本
部救急
課

ＡＥＤが設置されている事
業所の職員と町内会、各種
サークル、学校教育を対象
とした応急手当の普及啓発
活動を積極的実施するとと
もに、女性消防団員を応急
手当指導員および普及員に
認定し、講習会を実施しま
した。
　この結果、平成21年度か
ら平成25年上半期までの救
命講習受講者数は延べ4,192
人(4月～8月末)となり、心
肺機能停止傷病者への市民
による応急手当実施率は
43.3％(4月～8月末)となっ
ております。
　また、９月９日の救急の
日や救急医療週間のイベン
トにおいて市民に対する応
急手当の普及啓発活動に努
めました。

A ＡＥＤが設置されている事業
所の職員と町内会、各種サー
クル、学校教育を対象とした
応急手当の普及啓発活動を女
性消防団員を活用し積極的に
実施しました。
この結果、平成25年上半期の
救命講習受講者数は4,192人
(4月～8月末)となり、心肺機
能停止傷病者への市民による
応急手当実施率は43.3％（４
月～８月末）となっておりま
す。
　また、９月９日の救急の日
や救急医療週間のイベントに
おいて市民に対する応急手当
の普及啓発活動に努めまし
た。

　女性消防団員に対し、応急手
当指導員養成および普及員養成
を実施し、応急手当指導員６
名、普及員４名を認定しまし
た。またＡＥＤが設置されてい
る事業所の職員や町内会、各種
サークル、学校教育を対象とし
た応急手当の普及啓発活動を積
極的に実施しました。
　この結果、平成２４年中の救
命講習受講者数は９,４４４人、
心肺機能停止傷病者への住民に
よる応急手当実施率は６０．
０％（平成２３年中の全国応急
手当実施率４３．０％）となり
ました。
　また、救急医療週間や市民公
開セミナーにおいて住民に対す
る応急手当の普及啓発活動に努
めました。

ＡＥＤが設置されている事業
所の職員や町内会、各種サー
クル、学校教育を対象とした
応急手当の普及啓発活動を積
極的に実施しました。
この結果、平成２３年中の救
命講習受講者数は１２,０８
６人、心肺機能停止傷病者へ
の住民による応急手当の実施
率は５７．６％（H.２２全国
４２．７％）となりました。
また、救急医療週間や市民公
開セミナーにおいて住民に対
する応急手当の普及啓発活動
に努めました。

ＡＥＤが設置されている事業
所の職員や町内会、各種サー
クル、学校教育を対象とした
応急手当の普及啓発活動を積
極的に実施したほか、消防団
員に対する応急手当普及員の
養成を行いました。
この結果、平成２２年中の救
命講習受講者数は12,583人、
心肺機能停止傷病者への住民
による応急手当の実施率は５
６．７％となりました。
また、救急医療週間や市民公
開セミナーにおいて住民に対
する応急手当の普及啓発活動
に努めました。

ＡＥＤが設置されている事業
所の職員や町内会、各種サー
クル、学校教育を対象とした
応急手当の普及啓発活動を積
極的に実施したほか、消防団
員に対する応急手当普及員の
養成を行いました。
この結果、平成21年中の救命
講習受講者数は12,862人、心
肺機能停止傷病者への住民に
よる応急手当の実施率は
62.8％となりました。
また、救急医療週間や市民公
開セミナーにおいて住民に対
する応急手当の普及啓発活動
に努めました。
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地域防犯
の強化

犯罪のない明るく住みやす
い地域社会をめざし、防犯協
会が行う防犯活動や町内会
に対する防犯灯電気料等の
助成を継続し、地域防犯活
動を支援します。

生活総
務課

犯罪のない明るく住みやす
い地域社会をめざし、防犯
協会が行う防犯活動や町内
会に対する防犯灯電気料等
の助成を継続し、地域防犯
活動を支援した。

A ・各防犯協会に対して、活動
費の交付を行いました。
・町内会が管理している防犯
灯の維持管理費の軽減を図る
ため、防犯灯電気料金等の助
成を行いました。

・各防犯協会に対して、活動費
の交付を行いました。
・町内会が管理している防犯灯
の維持管理費の軽減を図るた
め、防犯灯電気料金等の助成及
び町内等から要望のあった防犯
灯の新設を行いました。

・町内会が管理している防犯
灯の維持管理費の軽減を図る
ため、防犯灯電気料金等の助
成を行いました。
・市内の防犯協会３団体に対
し、防犯活動推進補助金を交
付しました。

市内の防犯協会３団体に対
し、防犯活動推進補助金を交
付しました。

市内の防犯協会３団体に対
し、防犯活動推進補助金を交
付しました。また、市内170
カ所に防犯灯を新設するとと
もに、1,017町内会に対して
防犯灯の電気料と灯具交換補
修費として、合計1億2,373万
8,500円の助成金を交付しま
した。

水道メー
ター検針
時におけ
るパトロー
ル

水道メーター検針業務の実
施にあたって、委託事業者
（秋田管工事業協同組合）
が、腕章の装着による犯罪
抑制、不審者・不審車両の通
報、登下校時の子どもの見
守り活動等による防犯パト
ロールに加え、環境パトロー
ル、地域との連携によるひと
り暮らし高齢者の見回りを実
施します。

お客様
セン
ター

水道メーター検針業務時
に、委託事業者（秋田管工
事業協同組合）が、腕章の
装着による犯罪抑制、不審
者・不審車両の通報、登下
校時の子どもの見守り活動
等による防犯パトロールに
加え、環境パトロール、地
域との連携によるひとり暮
らし高齢者の見回りを実施
しました。
なお、社会福祉協議会と協
議しひとり暮らし高齢者の
対象人数を増やすことを検
討しましたが、５人以外の
希望者がいない現状です。

A 毎月の水道メーター検針業務
において、不審者・不審車両
の通報、登下校時の子供の見
守り活動、環境パトロールを
実施した結果、異常通報件数
は０件でした。また、地域と
の連携による一人暮らし高齢
者の見回りは、隔月５件、総
数で１５件の対象者宅の訪問
を実施しました。
なお、平成２６年度からは業
者変更予定です。

毎月の水道メーター検針業務に
おいて、不審者・不審車両の通
報、登下校時の子供の見守り活
動、環境パトロールを実施した
結果、異常通報件数は０件でし
た。また、地域との連携による
一人暮らし高齢者の見回りは、
隔月５件、総数で３０件の対象
者宅の訪問を実施しました。

毎月の水道メーター検針業務
において、不審者・不審車両
の通報、登下校時の子供の見
守り活動を実施した結果、異
常通報件数は０件でした。た
だし、環境パトロールでは４
件の道路漏水を発見し通報し
ています。また、地域との連
携による一人暮らし高齢者の
見回りは、隔月５件、総数で
３０件の対象者宅の訪問を実
施しました。

毎月の水道メーター検針業務
において、不審者・不審車両
の通報、登下校時の子供の見
守り活動、環境パトロールを
実施した結果、異常通報件数
は０件でした。また、地域と
の連携による一人暮らし高齢
者の見回りは、隔月５件、総
数で３０件の対象者宅の訪問
を実施しました。

毎月の水道メーターの検針業
務において、不審者、不審車
両の通報、登下校時の子供見
守り隊活動、環境パトロール
を実施した結果、異常通報は
０件でした。また、地域との
連携によるひとり暮らし高齢
者の見回りは、隔月５件、総
数で３０件の対象者宅の訪問
を実施いたしました。

自殺予防
総合対策

自殺者数の減少を図るた
め、自殺予防に関する意識
啓発や相談体制の充実を図
るとともに、市民協働による
地域での心の健康づくり活
動を推進します。また、秋田
市自殺予防対策庁内連絡会
議を中心に全庁的な取組み
を進めるとともに、医療機関
や民間団体等による秋田市
自殺予防対策ネットワーク会
議を通して、各機関との連携
を図り総合的な自殺予防活
動を展開します。

健康管
理課

　秋田市自殺総合対策事業
を策定し、それに基づき、
秋田市自殺対策関連事業を
実施しました。
　秋田市自殺対策ネット
ワーク会議や県の補助金を
活用した民間団体の活動支
援により、民、学、官の連
携の強化を図りました。
　高齢者や自殺未遂者対策
としては、各部会を設置し
たほか、研修会を開催し関
係機関の対応能力の向上を
図りました。
　路線バスのラッピング広
告や看板設置、ポスターの
掲示、パンフレットの全戸
配布、新聞広告などにより
普及啓発に努めました。
　今後は、対象者に応じた
実践的な取組が課題となっ
ています。

B 　秋田市自殺対策庁内連絡会
議及び秋田市自殺対策ネット
ワーク会議により、庁内外の
連携を図るとともに、県の緊
急強化の補助金を活用した民
間団体の活動支援により、総
合的な自殺対策を展開してい
ます。
　また、民生児童委員、学校
関係者等を対象に、こころの
ケア相談セミナーを開催し、
精神疾患等への対応能力の向
上を図っています。
　さらに、路線バスを活用し
たラッピング広告やキャン
ペーンの実施及びパンフレッ
トの配布等による自殺対策に
関する意識啓発を行っていま
す。

自殺対策ネットワーク会議に新
たに自殺未遂者対策検討部会を
位置づけ、推進体制を整備しま
した。また、高齢者や自殺未遂
者に接する機会のある関係者を
対象とした研修会を開催し、対
応能力の向上を図りました。さ
らに、県の緊急強化の補助金を
活用し、民間団体等の活動支援
を行ったほか、路線バスを活用
したラッピング広告や市庁舎看
板の設置、医療機関等へのポス
ターの掲示などを実施し、普及
啓発に努めました。

自殺総合対策大綱で示されて
いる当面の重点施策に沿って
推進しました。特に、「心の
ケア相談」の開催日数の増加
や相談時間を延長するなど、
相談体制の充実を図りまし
た。
また、自殺未遂者のケアに関
する各種講習会などに、担当
職員を派遣するとともに、自
殺企図者に接する機会のある
関係者を対象とした研修会を
開催したことにより、対応能
力の向上につながりました。
さらに、国の地域自殺対策緊
急強化交付金を活用し、民間
団体等の活動支援を行ったほ
か、自殺対策啓発用のパンフ
レットを新たに作成し、秋田
市内全戸配布を実施し、普及
啓発に努めました。

２１年度事業を継続実施した
ほか、民学官の共催による自
殺予防対策街頭キャンペーン
の開催や秋田市自殺対策キャ
ンペーン普及・啓発事業とし
て、テレビ番組の制作・放映
を行い、市民への啓発活動の
強化に努めました。
　また、自殺者の多い働き盛
りの年代層向けのパンフレッ
トを新たに作成し、支援のた
めに活用したほか、働く人の
メンタルヘルス講演会を開催
し、心の健康に関するケアの
あり方など、職域等を通じた
取り組みにつがるよう実施し
ました。さらに、国の地域自
殺対策緊急強化交付金を活用
し、民間団体等の活動支援を
行いました。

２０年度事業を継続実施した
ほか、自殺未遂者フォロー
アップ検討会議を立ち上げ、
自殺未遂者の再度の自殺を防
ぐため、パンフレットによる
啓蒙をはじめ、支援のあり方
を検討しました。また、自死
遺族等への講演会を通じ、そ
のケアのあり方など取り組み
の強化を図るとともに、パン
フレットを新たに作成し、支
援のために活用しました。さ
らに、経済情勢の悪化に伴
い、自殺者の増加が懸念され
たことから、国が新たに造成
した地域自殺対策緊急強化事
業を活用し、民間団体等へ補
助金を交付し、相談窓口等の
強化に努めました。
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施策１２　バリアフリーの推進
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

住宅環境
の整備

リーフレットの配布による情
報提供や、事例紹介による
意識の啓発、デベロッパーの
意識の啓発、相談窓口の開
設により、民間住宅のバリア
フリー化の普及を図ります。
市営住宅の建替えにあたっ
ては、今後もバリアフリーに
配慮した整備を図ります。

住宅整
備課

　平成２１年度の比内町市
営住宅の建て替えにおい
て、エレベーターの設置、
共用廊下および住戸廊下へ
の手すり設置、住戸内の段
差解消などを実現し、２３
年度には、横森市営住宅２
号棟右階段室入口にスロー
プを設置するなど、バリア
フリー化促進のための施策
の展開や意識の啓発に努め
ました。

B 　平成２２年度策定した秋田
市住生活基本計画策定に基づ
き、バリアフリー化促進のた
めの施策の展開や意識の啓発
を図りました。

平成２２年度策定した秋田市住
生活基本計画策定に基づき、バ
リアフリー化促進のための施策
の展開や意識の啓発を図りまし
た。

平成２２年度策定した秋田市
住生活基本計画策定に基づ
き、バリアフリー化促進のた
めの施策の展開や意識の啓発
を図りました。

平成２２年度中に秋田市住生
活基本計画策定の中で、バリ
アフリー化促進のための施策
展開や意識の啓発方法を検討
しました。

比内町市営住宅の建て替えに
おいて、エレベーターの設
置、共用廊下および住戸廊下
への手すり設置、住戸内の段
差解消などを実現し、バリア
フリー化に配慮しました。

安全な歩
行者空間
の確保

高齢者、身体障がい者を含
むすべての人の安全かつ円
滑な通行を確保するために、
新設する歩道については、３
ｍ以上の幅員となるように努
め、既設の道路については、
通行に支障となる段差や勾
配を解消し、誰もが利用しや
すい構造への改良を進めま
す。

道路建
設課

豊かで充実した生活を実現
する上で、誰もが制約や危
険を感じない安全で快適な
生活をするために、土崎駅
前線ほか３路線の新設歩道
における幅員３m以上の確保
と、川尻広面線ほかの既設
道路におけるバリアフリー
化に努めました。

A 上半期の整備はありませんで
した。

安全で円滑な歩行空間を確保す
るため、外旭川新川線、割山南
浜線において幅員３ｍ以上の歩
道整備と､川尻広面線ほかの既設
道路におけるバリアフリー化に
努めました。

安全で円滑な歩行空間を確保
するため、外旭川新川線、割
山南浜線において幅員３ｍ以
上の歩道整備と､川尻広面線
ほかの既設道路におけるバリ
アフリー化に努めました。

豊で充実した生活を実現する
上で、誰もが制約や危険を感
じない安全で快適な生活をす
るために、土崎中央六丁目２
号線の新設歩道における幅員
3ｍ以上の確保と、川尻広面
線ほかの既設道路におけるバ
リアフリ－化に努めました。

豊かで充実した生活を実現す
る上で、誰もが制約や危険を
感じない安全で快適な生活を
するために、土崎駅前線ほか
３路線の新設歩道における幅
員３m以上の確保と、川尻広
面線ほかの既設道路における
バリアフリー化に努めまし
た。

公共施設
等のバリ
アフリー化
の促進

段差の解消、スロープや休
憩施設等の整備により、子ど
もから高齢者まで安全で快
適に施設を利用することがで
きるよう、医療施設、集会施
設、福祉施設、運動施設、文
化施設、公園などのバリアフ
リー化を促進します。

都市計
画課

　市が補助金を交付し、JR
土崎駅舎にエレベーターが
設置されました。
　平成２３年６月に「秋田
市バリアフリー基本構想」
を策定し、重点整備地区の
道路や公園などのバリアフ
リー化が進められていま
す。

B 　市民にバリアフリーに関す
る情報を提供するため、「歩
道の消融雪マップ」の作成に
着手しました。
　｢秋田市バリアフリー基本
構想｣に位置づけた心のバリ
アフリーの取組として、夏休
み親子バリアフリー教室を開
催しました。

 ｢秋田市バリアフリー基本構想｣
に位置づけた特定事業等の進捗
を図りました。

「秋田市バリアフリー基本構
想」を策定しました。
　また、市からの補助金を活
用し、土崎駅舎にエレベー
ターが設置されました。

　平成２２年度に「秋田市バ
リアフリー基本構想」を策定
しました。
　また、土崎駅舎に市の補助
金を活用したエレベーター設
置が進められています。

公共施設等のバリアフリーに
関する現状と課題を整理し、
鉄道駅周辺にある公共公益施
設の立地状況を調査しまし
た。
　また、土崎駅舎にエレベー
ターを設置するための補助金
をＪＲ東日本に交付しまし
た。
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施策１３　自立生活の支援
取組 取組の方向 所管課 ２１～２５年度取組状況まとめ 評価 ２５年度上半期取組状況 ２４年度取組状況 ２３年度取組状況 ２２年度取組状況 ２１年度取組状況

市民の健
康づくりの
推進

各種健康事業を通じて、がん
や生活習慣病予防のための
食生活、運動などの健康教
育、健康相談を実施し、市民
の自主的な健康づくり活動を
支援します。また、がん検診
等の各種検診の実施に際し
ては、実施方法や周知方法
等を改善し、より多くの市民
が受診できるよう努めます。

保健予
防課

地域等で行う健康教育、健
康相談の機会を通して、が
んや生活習慣病予防のため
の食生活や運動などについ
て普及啓発しました。ま
た、健診ガイドの市内全世
帯およびコンビニ、金融機
関、薬局、企業等への配
布、がん検診無料クーポン
券の送付、個別通知による
受診勧奨を行ったほか、検
診期間の延長等で受診機会
の拡大を図り、がん検診等
受診率の向上に努めまし
た。

B 地域等において、がんや生活
習慣病予防についての健康教
育や健康相談を実施しまし
た。また、健診ガイドを市内
全世帯へ配布したほか、がん
検診無料クーポン券の送付、
個別通知による受診勧奨等に
努めました。
胃がん検診無料クーポン券対
象者に対し、電話や郵送によ
り受診勧奨を行うコール・リ
コール事業を実施しておりま
す。

地域等で行う健康教育、健康相
談の機会を通じて、がんや生活
習慣病予防の知識について普及
啓発しました。また、がん検診
等受診率向上のため、健診ガイ
ドを市内全世帯およびコンビ
ニ、金融機関、薬局、企業等へ
配布したほか、がん検診無料
クーポン券の送付、個別通知に
よる受診勧奨等に努めました。

地域等で行う健康教育、健康
相談の機会を通じて、がんや
生活習慣病予防の知識につい
て普及啓発しました。また、
がん検診等受診率向上のた
め、健診ガイドを市内全世帯
およびコンビニ、金融機関、
薬局、企業等へ配布したほ
か、がん検診無料クーポン券
の交付、個別通知による受診
勧奨、検診期間の拡大等に努
めました。

地域等で行う健康教育、健康
相談の機会を通じて、がんや
生活習慣病予防の知識につい
て普及啓発しました。また、
がん検診等受診率向上に向
け、健診ガイドを全世帯に配
布したほか、新たにコンビ
ニ、金融機関、薬局等への設
置および事業所への配布を行
い、検診の周知を強化しまし
た。併せて個別通知による受
診勧奨、実施期間の延長等に
努めました。

健康教育・健康相談の機会を
通して、がんや生活習慣病予
防の知識について普及啓発し
たほか、健診ガイドの全戸配
布や個別通知による受診勧奨
を実施したほか、日曜健診や
健診会場の拡大に努めまし
た。

健康づく
り・生きが
いづくり支
援事業

地区社会福祉協議会が自主
的に行う高齢者の健康づく
り・生きがいづくり支援事業
を支援し、介護予防を推進し
ます。

長寿福
祉課

秋田市社会福祉協議会が実
施する健康づくり・生きが
いづくり支援事業を通じ、
地区社会福祉協議会が自主
的に実施している取組に対
して助成し、介護予防を推
進しました。

B 秋田市社会福祉協議会が実施
する健康づくり・生きがいづ
くり支援事業を通じ、地区社
会福祉協議会の取組に対して
助成しました。

秋田市社会福祉協議会が実施す
る健康づくり・生きがいづくり
支援事業を通じ、地区社会福祉
協議会の取組に対して助成しま
した。

社会福祉法人秋田市社会福祉
協議会が実施する健康づく
り・生きがいづくり支援事業
を通じ、地区社会福祉協議会
に対して助成しました。

地区社会福祉協議会が地域の
実情に応じて、主に６５歳以
上の高齢者を対象に軽スポー
ツ、趣味活動等の健康づく
り・生きがいづくり事業を行
いました。市は、社会福祉法
人秋田市社会福祉協議会が実
施する健康づくり・生きがい
づくり支援事業を通じ、地区
社会福祉協議会に対して助成
しました。

地区社会福祉協議会が地域の
実情に応じて、主に65歳以上
の高齢者を対象に実施した軽
スポーツ、趣味活動等の健康
づくり・生きがいづくり事業
を行いました。市は、社会福
祉法人秋田市社会福祉協議会
が実施する健康づくり・生き
がいづくり支援事業を通じ、
地区社会福祉協議会に対して
助成しました。

勤労者福
祉雇用推
進事業

高齢者・障がい者の雇用の
促進と安定を図るため、市
民・事業者へのＰＲ活動を継
続するほか、国・県等の関係
機関との連携の強化に努め
ます。

商工労
働課

２２年度まで市庁舎に啓発
用の看板を設置しＰＲに努
めましたが、平成２２年度
事務事業評価結果に基づ
き、事業廃止となりまし
た。

A 平成２２年度事務事業評価結
果に基づき、事業廃止となり
ました。

９月と１０月に市庁舎に啓発
用の看板を設置しＰＲに努め
ましたた。また、国・県等の
関係機関と連携をとりながら
雇用の促進と安定を図りまし
た。

9月と10月に市庁舎に啓発用
の看板を設置しＰＲに努めま
したた。また、国・県等の関
係機関と連携をとりながら雇
用の促進と安定を図りまし
た。

高年齢者
就業機会
確保事業

定年退職後の高齢者が、補
完的・短期的な業務を通じ
て、自己の労働能力を活用
し、自らの生きがいの充実を
図ることを目的として、(社)秋
田市シルバー人材センター
の事業運営を支援します。

商工労
働課

高齢者の生きがいの充実と
活力ある地域社会づくりの
ため、(一社)秋田市シル
バー人材センターの運営に
対し、補助金を交付すると
ともに、安定経営を目指す
ために２２年度から無利子
貸付および職員派遣を行い
ました。

A 高齢者の生きがいの充実と活
力ある地域社会づくりのた
め、(一社)秋田市シルバー人
材センターの運営に対し、補
助金を交付するとともに、安
定経営を目指すために無利子
貸付および職員派遣を行いま
した。

高齢者の生きがいの充実と活力
ある地域社会づくりのための
(社)秋田市シルバー人材セン
ターの運営に対し、補助金を交
付するとともに、安定経営を目
指すために無利子貸付を行いま
した。

高齢者の生きがいの充実と活
力ある地域社会づくりのため
の(社)秋田市シルバー人材セ
ンターの運営に対し、補助金
を交付するとともに、安定経
営を目指すために無利子貸付
を行いました。

高齢者の生きがいの充実と活
力ある地域社会づくりのため
の(社)秋田市シルバー人材セ
ンターの運営に対し、補助金
を交付するとともに、安定経
営を目指すために無利子貸付
を行いました。

高齢者の生きがいの充実と活
力ある地域社会づくりのため
の(社)秋田市シルバー人材セ
ンターの運営に対し、補助金
を交付しました。
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移動手段
（公共交
通）の確保

「秋田市公共交通政策ビジョ
ン」に基づき、市民の日常生
活を支える移動手段として、
市民、交通事業者、行政の
役割分担のもと、公共交通
の確保に努めます。

交通政
策課

　郊外部における路線バス廃止
に伴う地域住民の移動手段を確
保するため、秋田市マイタウ
ン・バス西部線、北部線のほ
か、南部線、東部線、笹岡線の
運行を開始しました。
　また、マイタウン・バスの運
行にあたっては、各地域の代表
者や利用者で構成する運行協議
会において、利用状況を勘案し
ながら運行内容を協議してお
り、これまで、北部線、南部
線、東部線において総合病院や
公共施設まで路線を延伸するな
ど、利便性向上に努めていま
す。
　中心部については、バス事業
者に対し、補助要綱に基づき、
運行にかかる経費の一部を補助
し、生活バス路線の維持を図っ
ています。

A 郊外部では、引き続き、秋田
市マイタウン・バス西部線、
北部線、南部線、東部線、笹
岡線を運行しました。
中心部では、バス事業者に対
し、適正な補助を継続し、生
活バス路線の維持を図りま
す。

郊外部では、引き続き、秋田市
マイタウン・バス西部線、北部
線、南部線、東部線、笹岡線を
運行しました。
中心部では、バス事業者に対
し、補助要綱に基づき運行にか
かる経費の一部を補助し、生活
バス路線の維持を図っていま
す。

　郊外部における路線バス廃
止に伴う地域住民の移動手段
を確保するため、引き続き、
秋田市マイタウン・バス西部
線、北部線、南部線、東部線
を運行するとともに、４月１
日より外旭川笹岡地区におい
て、マイタウン・バス笹岡線
の運行を開始しました。
　また、７月１日より北部
線、南部線、東部線において
総合病院や公共施設まで路線
を延伸するなど、利便性向上
に努めています。
　中心部については、バス事
業者に対し、補助要綱に基づ
き、運行にかかる経費の一部
を補助し、生活バス路線の維
持を図っています。

郊外部における路線バス廃止に
伴う地域住民の移動手段を確保
するため、引き続き、秋田市マ
イタウン・バス西部線、北部
線、南部線を運行するととも
に、４月１日より上北手地区お
よび太平木曽石地区において、
マイタウン・バス東部線の運行
を開始しました。
なお、マイタウン・バスの運行
にあたっては、各地域に地元の
代表者や利用者で構成する運行
協議会を設置し、利用状況を勘
案しながら運行内容を協議し、
利便性向上に努めています。
また、中心部については、バス
事業者に対し、補助要綱に基づ
き、運行にかかる経費の一部を
補助し、生活バス路線の維持を
図っています。

郊外部における路線バス廃止に
伴う地域住民の移動手段を確保
するため、引き続き、秋田市マ
イタウン・バス西部線、北部線
を運行するとともに、10月１日
より河辺・雄和地域においてマ
イタウン・バス南部線の運行を
開始しました。
マイタウン・バス南部線および
平成22年４月より運行予定のマ
イタウン・バス東部線の運行内
容の検討にあたっては、地域関
係者や利用者で構成する地域公
共交通研究会を設置し、市民の
意見の反映に努めました。
中心部については、バス事業者
による路線再編を進めるととも
に、国、県、市の要綱に基づ
き、バス事業者に対し、適正な
補助を継続し、生活路線の継続
を図りました。

高齢者コ
インバス
事業

高齢者が増加している現状
を踏まえ、高齢者の社会参
加の促進や生きがいづくりを
支援するため実施している
高齢者バス優遇乗車助成事
業の実施方法や助成内容に
ついて検討していきます。

長寿福
祉課

平成２３年１０月から、満
７０歳以上のかたを対象
に、市内一乗車１００円で
利用できる高齢者コインバ
ス事業を開始しました。ま
た、平成２５年１０月から
は対象年齢を２歳引き下
げ、満68歳以上のかたがコ
インバス事業を利用できる
ようになりました。

B 平成２５年１０月からの対象
年齢の引き下げに伴い、窓口
での混乱を避けるため、会場
を設け事前交付を実施しまし
た。

高齢者の社会参加と生きがいづ
くり支援のため、高齢者コイン
バス事業を継続するとともに、
アンケートを実施し、利用者の
実態把握に努めました。

高齢者の外出機会を増やし、
高齢者の社会参加と生きがい
づくりを支援するため、２３
年１０月から７０歳以上の高
齢者が１００円で市内路線バ
スを利用できる高齢者コイン
バス事業を開始しました。

高齢者の社会参加促進および
利用促進を図るため、既存事
業を見直し、新たに高齢者が
１００円定額の運賃でバスに
乗車できる制度について、市
と中央交通で協議を重ね、平
成２３年１０月から７０歳以
上の高齢者が１００円で市内
路線バスを利用できる高齢者
コインバス事業を開始するこ
ととなりました。

高齢者の社会参加の促進を図
るため、満70歳以上の高齢者
に対し、バス料金の一部を助
成することにより、外出を促
進し、高齢者の社会参加と生
きがいづくりを支援しまし
た。

障がい者
バス運賃
助成事業

障がい者の交通手段等の実
態や将来的な変化に対応し
た「福祉特別乗車証」の交付
をすることにより、継続して通
院等の交通費軽減や積極的
な社会参加を図ります。

障がい
福祉課

障がい者に対して、福祉特
別乗車証を交付し、通院等
の交通費軽減と積極的な社
会参加を促しました。

A 障がい者に対して、福祉特別
乗車証を交付し、通院等の交
通費軽減と積極的な社会参加
を促しました。

障がい者に対して、福祉特別乗
車証を交付し、通院等の交通費
軽減と積極的な社会参加を促し
ました。

障がい者に対して、福祉特別
乗車証を交付し、通院等の交
通費軽減と積極的な社会参加
を促しました。

障がい者に対して、福祉特別
乗車証を交付し、通院等の交
通費軽減と積極的な社会参加
を促しました。

障がい者に対して、福祉特別
乗車証を交付し、通院等の交
通費軽減と積極的な社会参加
を促しました。

福祉有償
運送

公共交通機関の状況等を勘
案しながらＮＰＯ等が実施す
る福祉有償運送により移動
制約者の交通手段を確保し
ます。

障がい
福祉
課、長
寿福祉
課

公共交通機関の状況等を勘
案しながら、ＮＰＯ等が実
施する福祉有償運送によ
り、公共交通機関の利用が
困難な移動制約者の交通手
段を確保しました。

B (障がい福祉課）
公共交通機関の状況等を勘案
しながら、ＮＰＯ等が実施す
る福祉有償運送により、公共
交通機関の利用が困難な移動
制約者の交通手段を確保しま
した。

(長寿福祉課)
サービスの内容を周知するた
め、民間で行っている高齢者
向けサービス等について、介
護保険外の送迎サービスとし
て掲載した冊子を配布すると
ともに、冊子の内容をホーム
ページに掲載し、情報発信に
努めました。

(障がい福祉課)
公共交通機関の状況等を勘案しなが
ら、ＮＰＯ等が実施する福祉有償運送
により、公共交通機関の利用が困難な
移動制約者の交通手段を確保しまし
た。また、民間で行っている高齢者向
けサービス等をまとめた冊子に、介護
保険外の送迎サービスとして掲載し、
地域包括支援センターや介護サービス
事業所等へ配付し周知に努めました。
また、冊子の内容は、ホームページへ
も掲載し、情報発信に努めました。
(長寿福祉課)
サービスの内容を周知するため、民間
で行っている高齢者向けサービス等に
ついて、介護保険外の送迎サービスと
して掲載した冊子を配布するととも
に、冊子の内容をホームページに掲載
し、情報発信に努めました。

公共交通機関の状況等を勘案
しながら、ＮＰＯ等が実施す
る福祉有償運送により、公共
交通機関の利用が困難な移動
制約者の交通手段を確保しま
した。また、民間で行ってい
る高齢者向けサービス等をま
とめた冊子に、介護保険外の
送迎サービスとして掲載し、
地域包括支援センターや介護
サービス事業所等へ配付し周
知に努めました。また、冊子
の内容は、ホームページへも
掲載し、情報発信に努めまし
た。

公共交通機関の状況等を勘案
しながら、ＮＰＯ等が実施す
る福祉有償運送により、公共
交通機関の利用が困難な移動
制約者の交通手段を確保しま
した。

公共交通機関の状況等を勘案
しながら、NPO等が実施する
福祉有償運送により、公共交
通機関の利用が困難な移動制
約者の交通手段を確保しまし
た。
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高齢者軽
度生活援
助事業

秋田市シルバー人材セン
ターの軽度生活援助員が、
ひとり暮らし高齢者などの日
常生活上の軽易な作業（外
出の付き添い、食材の買い
物、草取り、窓拭き、雪寄せ
など）を行い、自立生活を支
援します。

長寿福
祉課

高齢者に生活援助員を派遣
し、軽易な日常生活上の援
助を行うことで在宅一人暮
らし高齢者等の自立した生
活と行えるよう支援しまし
た。

B 地域包括支援センターや民生
委員を通じて周知するよう努
めました。また、地域包括支
援センターを通じて、当該事
業が必要と認められる高齢者
には、利用できるよう支援し
ました。また、平成24年度の
豪雪にたいして、雪寄せの要
望が大幅に増加したことに伴
い、週一回の利用制限を週二
回に利用出来るようにしてい
ます。

地域包括支援センターや民生委
員を通じた高齢者向きパンフレ
ト配布により、周知するよう努
めました。また、地域包括支援
センターを通じて、当該事業が
必要と認められる高齢者には、
利用できるよう支援しました。

本事業の目的や有効活用につ
いて、広報あきたにより、周
知するよう努めました。ま
た、地域包括支援センターを
通じて、当該事業が必要と認
められる高齢者には、利用で
きるよう支援しました。

本事業の目的や有効活用につ
いて、広報あきたにより、周
知するよう努めました。ま
た、地域包括支援センターを
通じて、当該事業が必要と認
められる高齢者には、利用で
きるよう支援しました。

本事業の目的や有効活用につ
いて、広報あきたにより、周
知するよう努めました。ま
た、地域包括支援センターを
通じて、当該事業が必要と認
められる高齢者には、利用で
きるよう支援しました。

市営住宅
における
入居要件
の緩和

市営住宅に入居している高
齢者や障がい者等には、引
き続き低層階への住み替え
入居に配慮します。また、高
齢者や障がい者の新規入居
希望にあたっては、入居要
件の緩和措置（収入基準の
緩和）、および優先入居（同
タイプの空き家が２戸以上で
た場合の当選確率が２倍と
なる）を継続するとともに、今
後は、ひとり暮らし高齢者や
障がい者が申し込み可能な
住宅の拡充等を検討してい
きます。

住宅整
備課

　市営住宅に入居している
高齢者や障がい者等の低層
階への住み替えや優先入居
を継続的に実施し便宜を図
るとともに、平成２１年度
には新屋比内市営住宅に車
いす世帯用住居を８戸整備
しました。また、高齢者や
障がい者等の入居募集の際
の入居要件の緩和について
も、２４年度に条例を改正
し、入居収入基準の上限を
増額しております。

B 　市営住宅に入居している高
齢者や障がい者等の低層階へ
の住み替えに引き続き配慮す
るとともに、高齢者や障がい
者の入居募集の際に入居要件
の緩和や優先入居を継続しま
す。

平成２５年度上半期の実績
　優先入居募集戸数 ４１戸
　住み替え入居戸数　 ０戸

市営住宅に入居している高齢者
や障がい者等の低層階への住み
替えを実施するとともに、高齢
者や障がい者の入居募集の際に
入居要件の緩和や優先入居を実
施しました。また、高齢者や障
がい者の入居収入基準の上限を
21万4千円から25万9千円に緩和
するため条例改正を行いまし
た。
平成２４年度の実績
　優先入居募集戸数 ４１戸
　住み替え入居戸数　 ３戸

入居している高齢者や障がい
者等には、引き続き低層階へ
の住み替え入居に配慮すると
ともに、高齢者や障がい者の
入居募集にあたっては、入居
要件の緩和および優先入居を
実施しました。

平成２３年度の実績
　優先入居募集戸数 ３２戸
　住み替え入居戸数　 ２戸

入居している高齢者や障がい
者等には、引き続き低層階へ
の住み替え入居に配慮すると
ともに、高齢者や障がい者の
入居募集にあたっては、入居
要件の緩和および優先入居を
継続します。

入居している高齢者や障がい
者等には、低層階への住み替
え入居を３件実施しました。
また、高齢者や障がい者の入
居募集にあたっては、入居要
件の緩和および優先入居を継
続するとともに、新屋比内町
市営住宅に車いす世帯用住戸
８戸を整備し、新規募集を行
いました。
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